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【
要
約
】
　
鎌
倉
幕
府
が
西
国
支
配
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
六
波
羅
の
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
側
面
が
重
要
な
比
重
を
占
め
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、

六
波
羅
の
訴
訟
制
度
の
実
態
や
鎌
倉
幕
府
内
に
お
け
る
訴
訟
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
多
く
の
問
題
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
基
礎

的
史
料
た
る
べ
き
六
波
羅
裁
許
状
を
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
た
研
究
も
皆
無
な
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
六
波
羅
裁
許
状
の
検
討
を
足
が
か

り
に
、
裁
許
と
評
定
を
は
じ
め
と
す
る
六
波
羅
の
訴
訟
手
続
き
と
そ
の
確
立
過
程
を
で
き
う
る
限
り
具
体
的
に
復
元
し
た
う
え
で
、
こ
の
問
題
に
論
及
す

る
。
第
】
章
で
は
、
六
波
羅
裁
許
状
の
様
式
的
考
察
を
通
じ
、
六
波
羅
の
制
度
的
な
整
備
が
訴
訟
棚
度
と
い
う
角
度
か
ら
重
点
的
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

六
波
羅
に
お
け
る
訴
訟
手
続
き
は
非
「
相
論
」
と
「
相
論
」
と
を
包
含
す
る
も
の
へ
と
徐
々
に
確
立
し
た
こ
と
、
裁
許
の
方
式
が
建
治
三
年
（
一
二
七

七
）
を
画
期
と
し
て
「
問
注
記
」
型
か
ら
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
変
容
し
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
論
ず
る
。
第
二
章
で
は
、
六
波
羅
裁
許
状
の
日
付
に
分
析

を
加
え
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
以
降
の
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
に
は
少
な
く
と
も
引
付
評
定
、
式
評
定
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
式
日
が
設
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
は
原
則
と
し
て
引
付
評
定
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
裁
許
状
が
そ
の
評
定
の
日
付
を
も
っ
て
発
給
さ
れ
た
こ
と

な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
六
波
羅
注
進
状
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
注
進
手
続
き
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
関
東
と
六
波
羅
い
ず
れ
に

お
い
て
裁
許
を
下
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
は
六
波
羅
と
関
東
双
方
の
評
定
の
判
断
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
、
西
国
に
関
す
る
案
件
が
関
東
で
裁
許
さ
れ
る

場
合
に
六
波
羅
か
ら
の
注
進
を
介
在
さ
せ
る
と
い
う
原
則
が
確
立
す
る
こ
と
や
、
そ
の
制
度
が
「
問
注
記
」
型
か
ら
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
移
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
建
治
三
年
（
～
二
七
七
）
を
経
て
六
波
羅
が
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
機
関
と
し
て
の
質
的
な
転
換
を
遂
げ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
論
ず
る
。
む
す

び
で
は
、
今
後
の
課
題
と
展
望
を
提
示
す
る
。
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
訴
訟
制
度
の
確
立
過
程
は
、
関
東
の
訴
訟
制
度
が
各
訴
訟
機
関
に
徐
々
に
移
入
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
確
立
す
る
動
き
と
、
関
東
へ
の
注
進
制
度
の
整
備
を
通
じ
、
各
訴
訟
機
関
が
系
列
化
す
る
動
き
と
を
基
軸
と

し
た
、
鎌
倉
幕
府
の
各
訴
訟
機
関
の
体
系
化
と
い
う
一
連
の
同
時
進
行
的
な
動
き
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
院
、
朝
廷
、
鎌
倉
幕
府

な
ど
諸
権
門
の
訴
訟
制
度
を
相
互
の
連
関
の
な
か
で
と
ら
え
た
研
究
が
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
現
状
も
あ
る
。
今
後
、
諸
権
門
の
訴
訟
制
度
を
相
互
の
連
関

の
な
か
で
と
ら
え
た
う
え
で
、
日
本
中
世
国
家
の
諸
論
点
を
め
ぐ
る
大
局
的
な
考
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
史
林
八
五
巻
六
号
　
二
〇
〇
二
年
一
一
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
は
、
石
井
良
助
の
体
系
的
な
研
究
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
論
考
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
な

か
で
も
六
波
羅
の
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
関
東
や
博
多
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
論
じ
た
随
一
の
成
果
と
し
て
、
佐
藤
進
一
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と

　
　
　
②

が
で
き
る
。

　
そ
の
成
果
全
体
を
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
佐
藤
は
ま
ず
そ
の
論
の
前
半
で
、
文
永
三
年
（
＝
エ
ハ
六
）
に
評
定
、
弘
安

元
年
（
～
二
七
八
）
に
引
付
、
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
か
ら
同
四
年
に
五
番
引
付
鋼
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
検
断
方
の
存
在
が
確
認
で
き

る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
六
波
羅
が
関
東
の
制
度
を
受
容
し
つ
つ
、
時
期
的
に
は
遅
れ
な
が
ら
も
独
自
の
訴
訟
裁
断
機
関
と
し

て
確
立
す
る
様
相
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
後
半
部
分
で
は
お
も
に
管
轄
権
と
い
う
観
点
か
ら
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
追
加
法

　
　
　
③

三
二
四
条
に
お
い
て
「
於
二
自
今
以
後
一
者
、
殊
重
事
外
、
不
レ
可
二
注
進
↓
直
可
レ
令
二
尋
成
敗
一
」
と
命
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
幕
末
に

い
た
る
ま
で
「
殊
重
事
」
に
限
ら
ぬ
西
国
の
数
多
く
の
案
件
が
関
東
で
裁
許
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
六
波
羅
は
審
級
管
轄
上
に
お
い
て

関
東
に
対
す
る
完
全
な
独
立
を
達
成
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
し
か
る
の
ち
に
、
上
横
手
雅
敬
の
総
合
的
研
究
、
森
幸
夫
の
探
題
や
職
員
に
関
す
る
研
究
、
森
茂
暁
の
公
武
訴
訟
に
関
す
る
研
究
な
ど
の
諸

論
考
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
角
度
か
ら
の
研
究
に
よ
り
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
に
つ
い
て
は
、
か
な
り

詳
細
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
六
波
羅
探
題
は
つ
い
に
確
定
判
決
権
を
与
え
ら
れ
ず
、
ゆ
え
に
「
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

題
」
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
と
い
う
議
論
が
生
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
と
述
べ
る
五
味
文
彦
や
、
裁
判
機
関
と
し
て
の
「
未
熟
さ
」
か
ら
み
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

六
波
羅
の
本
分
は
西
国
成
敗
よ
り
も
洛
中
警
固
に
あ
っ
た
と
す
る
高
橋
慎
一
朗
の
評
価
も
近
年
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

に
お
い
て
は
、
六
波
羅
の
訴
訟
制
度
は
未
確
立
で
、
そ
の
裁
判
権
も
不
安
定
で
あ
る
と
す
る
み
か
た
が
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
六
波
羅
探
題
が
「
探
題
」
と
し
て
成
立
し
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
六
波
羅
が
訴
訟
裁
断
…
機
関
と
し
て
「
未
熟
」
で
あ
っ
た
か
ど
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う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
自
明
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
六
波
羅
が
審
級
管
轄
上
に
お
い
て
関
東
の
下
位
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
、
必

ず
し
も
六
波
羅
の
裁
判
機
関
と
し
て
の
「
未
熟
さ
」
を
示
す
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
の
確
立
過
程
や
関

東
と
の
関
係
の
推
移
な
ど
に
つ
い
て
は
、
既
往
の
研
究
を
経
て
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
後
、
当
面
に
お
け
る
概

究
の
方
向
性
と
し
て
は
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
の
実
態
に
つ
い
て
さ
ら
に
具
体
的
に
把
握
し
た
う
え
で
、
さ
き
の
よ
う
な
評
価
を

よ
り
広
い
視
野
か
ら
再
検
討
、
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
で
あ
る
。
関
東
、
六
波
羅
を
問
わ
ず
、
訴
訟
制
度
の
確
立
以
後
の
鎌
倉
幕
府
に

お
い
て
は
、
訴
陳
の
応
酬
を
経
て
引
付
で
審
理
さ
れ
た
内
容
が
評
定
へ
と
上
程
さ
れ
、
そ
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
裁
許
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
裁
許
と
評
定
の
あ
り
か
た
は
、
六
波
羅
の
訴
訟
裁
断
…
機
関
と
し
て
の
評
価
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
関
東
と
六
波
羅
の
関
係
や
そ
の
推
移
に
つ
い
て
も
よ
り
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
な
の
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
と
こ
ろ
で
、
か
ね
て
筆
者
は
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
た
（
以
下
「
旧
稿
」
）
。
し
か
し
、
旧
稿
で
は
文
書
様
式
に
関

す
る
基
礎
的
な
考
察
に
終
始
し
た
た
め
、
そ
の
分
析
か
ら
導
き
だ
し
う
る
論
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な

か
で
も
、
六
波
羅
の
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
、
そ
の
基
礎
的
史
料
た
る
べ
き
六
波
羅
裁
許
状
の
分
析
は
必
須
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
関
東
や
博
多
の
裁
許
状
に
関
す
る
研
究
は
す
で
に
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
六
波
羅
裁
許
状
に
つ
い
て
は
古
文
書
学
の
概

説
書
の
類
に
お
い
て
簡
単
な
説
明
が
付
さ
れ
る
程
度
で
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
た
研
究
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
六
波
羅
裁
許
状
の
検
討
を
足
が
か
り
に
、
裁
許
と
評
定
を
は
じ
め
と
す
る
六
波
羅
の
訴
訟
手
続
き
と
そ
の
確
立
過

程
を
現
存
史
料
か
ら
で
き
う
る
限
り
具
体
的
に
復
元
し
、
そ
の
う
え
で
さ
き
の
問
題
に
論
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
の
は
、
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

野
精
一
郎
編
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
　
下
（
第
二
刷
二
に
所
収
の
九
三
通
と
、
同
史
料
集
に
未
収
な
が
ら
旧
稿
で
取
り
あ
げ
た
五
通
を
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あ
わ
せ
た
九
八
通
で
あ
る
（
以
下
、
同
史
料
集
に
所
収
の
も
の
は
そ
の
文
書
番
号
を
「
波
○
○
」
、
旧
稿
の
《
表
》
所
載
の
も
の
は
そ
の
番
号
を
踏
襲
し

○
○
」
と
記
す
）
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
、
ま
ず
は
六
波
羅
裁
許
状
の
様
式
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

①
　
石
井
良
助
噸
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
八
年
。

②
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
睡
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
出

　
は
一
九
一
二
八
年
。
以
下
、
佐
藤
の
指
摘
は
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
こ
れ
に
よ

　
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
各
機
関
を
「
関
東
」
門
六
波
羅
」
「
博
多
」
と
い
う
よ
び
か

　
た
で
区
別
し
、
「
鎌
倉
幕
府
」
と
い
う
語
は
そ
の
総
称
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
に

　
す
る
。

③
鎌
倉
幕
府
追
加
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
佐
藤
進
一
他
主
『
中
世
法
制
史
料
集

　
第
～
巻
　
鎌
倉
幕
府
法
』
に
よ
る
。

④
上
横
手
雅
敬
「
六
波
羅
探
題
の
成
立
」
「
六
波
羅
探
題
の
構
造
と
変
質
」
「
六
波

　
羅
探
題
と
悪
党
」
（
同
船
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
錦
川
弘
文
館
、
　
九
九
｝
年
。

　
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
九
五
三
年
、
一
九
五
四
年
、
一
九
六
〇
年
）
。

⑤
森
幸
夫
「
南
北
両
六
波
羅
探
題
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」
（
㎎
国
史
学
隔
＝
二

　
三
号
、
一
九
八
七
年
）
。
同
「
六
波
羅
探
題
職
員
ノ
ー
ト
」
（
『
三
浦
古
文
化
』
閣

　
二
号
、
一
九
八
七
年
）
。
同
「
六
波
羅
探
題
職
員
ノ
ー
ト
・
補
遣
」
（
㎎
圏
學
院
雑

　
誌
騙
九
一
巻
八
号
、
一
九
九
〇
年
）
。
同
「
六
波
羅
評
定
衆
考
」
（
小
川
信
先
生
の

　
古
稀
記
念
論
集
を
刊
行
す
る
会
編
糊
小
川
信
先
生
古
稀
記
念
論
集
　
日
本
中
世
政

　
治
社
会
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
〇
年
）
。

⑥
森
茂
暁
噸
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
。

⑦
五
味
文
彦
「
執
事
・
執
権
・
得
宗
I
I
安
堵
と
理
非
1
」
（
同
『
増
補
吾

　
妻
鏡
の
方
法
l
l
事
実
と
神
話
に
み
る
中
世
…
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

　
初
出
は
～
九
八
八
年
）
。

⑧
高
橋
慎
一
朗
「
六
波
羅
探
題
被
官
と
北
条
氏
の
西
国
支
配
」
（
同
『
申
世
の
都

　
市
と
武
士
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
初
出
は
～
九
八
九
年
）
。
そ
の
ほ
か

「
酌

　
の
六
波
羅
探
題
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
拙
稿
「
六
波
羅
探
題
発
給

　
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
六
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
を

　
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
前
掲
、
拙
稿
「
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
。
以
下
、
六

　
波
羅
探
題
発
給
文
書
の
様
式
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
よ
る
。

⑩
　
　
『
増
請
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
　
下
（
第
二
醐
）
』
に
は
、
六
波
羅
探
題
裁
許

　
状
と
し
て
九
九
通
が
収
録
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
二
通
は
六
波
羅
探
題
発

　
給
の
も
の
で
は
な
く
（
波
二
二
、
補
五
）
、
一
通
は
六
波
羅
探
題
発
給
の
も
の
か

　
不
明
で
文
言
に
も
疑
問
が
あ
り
（
波
補
～
四
）
、
ま
た
一
通
は
施
行
状
で
あ
る

　
（
波
補
一
五
）
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
除
外
す
る
。
ま
た
、
初
期
の
文
書
の
な
か

　
に
は
裁
許
状
と
す
べ
き
か
否
か
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
（
波
～
、
二
）
。
こ

　
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
も
除
外
し
て
検

　
討
を
進
め
る
。

⑪
甑
一
〇
四
H
「
宗
像
大
社
文
書
」
第
王
巻
、
（
正
嘉
二
年
五
月
五
日
ヵ
）
、
断
簡

　
（
宗
像
大
社
文
磐
編
纂
刊
行
委
員
会
編
『
宗
像
大
社
文
書
　
第
　
巻
』
五
二
号
）
。

　
甑
＝
二
四
1
1
「
宗
像
大
社
所
蔵
出
光
佐
三
氏
奉
納
文
書
」
文
永
九
年
七
月
　
三
日
、

　
六
波
羅
書
下
（
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
㎞
第
一
五
巻
一
～
〇
六
五
号
。
㎎
鎌
倉

　
遺
文
㎞
所
収
の
史
料
は
、
以
下
「
鎌
一
五
－
一
～
〇
六
五
」
の
ご
と
く
記
す
）
。

　
甑
～
四
六
口
「
金
沢
文
庫
文
書
」
弘
安
元
年
～
二
月
二
五
日
、
六
波
羅
書
下
（
鎌

　
一
八
…
～
三
三
三
五
）
。
甑
～
六
四
1
1
「
高
野
山
文
書
扁
上
襲
集
七
、
弘
安
九
年

　
閏
｝
二
月
二
八
日
、
六
波
羅
書
下
（
鎌
二
一
一
一
六
＝
二
一
）
。
甑
二
八
四
1
1

　
「
一
乗
院
文
書
」
五
五
号
な
ら
び
に
一
九
八
四
号
、
嘉
暦
三
年
三
月
二
七
日
、
六

　
波
羅
下
知
状
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
の
原
本
に
よ
る
）
。
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第
一
章
　
六
波
羅
裁
許
状
の
様
式
と
訴
訟
手
続
き

六
波
羅
裁
許
状
の
轡
止
と
署
判

六波羅における裁許と評定（熊谷）

六
波
羅
裁
許
状
の
様
式
的
考
察
に
さ
き
だ
ち
、
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
全
般
の
様
式
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
事
書
の
有
無
〉
　
　
〈
署
判
の
位
置
〉
　
　
〈
書
止
文
言
〉

　
《
下
文
様
文
書
》

1
　
六
波
羅
下
文

五
　
六
波
羅
下
知
状

　
i
　
前
期
下
知
状

　
h
　
後
期
下
知
状

皿
　
六
波
羅
書
下

　
　
　
前
期
書
下

　
且
　
後
期
書
下

有無有無有

奥
下

奥奥
下下

奥奥
下下

「
以
下
」

「
下
知
如
件
」

「
下
知
如
件
」

ヨ状
如
件
一

コ状
如
件
一

ご
く
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

　
　
《
書
札
様
文
書
》

　
　
　
W
　
六
波
羅
御
教
書
　
　
無
　
　
　
　
　
　
日
下
　
　
　
「
状
如
件
」
「
執
達
如
件
」
「
謹
言
」

　
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
は
下
文
・
書
札
の
両
様
が
あ
り
、
事
書
の
有
無
と
盛
況
の
位
置
、
そ
れ
に
書
止
文
言
に
よ
っ
て
四
つ
の
様
式
に
分

類
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
全
般
の
な
か
で
、
六
波
羅
裁
許
状
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
の
か
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の

様
式
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
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参
考
の
た
め
に
、
義
宗
単
独
期
に
発
給
さ
れ
た
六
波
羅
裁
許
状
を
一
通
掲
げ
る
。

《
史
料
一
》
　
六
波
羅
書
下
（
晦
一
三
四
）

　
　
　
筑
前
国
宗
像
宮
雑
掌
申
、

　
　
　
当
社
領
山
田
村
事

　
　
右
、
於
二
彼
村
騨
乱
違
出
来
之
由
、
社
家
訴
申
之

　
　
間
、
梢
コ
触
子
国
方
一
之
処
、
如
二
八
幡
別
当
法
印

　
　
今
年
五
月
ナ
四
日
請
文
一
者
、
此
事
、
去
年
十
一
月

　
　
御
沙
汰
之
時
、
可
レ
止
二
其
妨
湘
之
由
、
請
文
進
レ
之
了
。

　
　
今
更
不
レ
可
レ
及
二
異
儀
一
云
々
。
者
、
此
上
者
、
不
レ
及
二

　
　
子
細
一
歎
。
早
任
二
件
避
状
ハ
可
レ
致
二
其
沙
汰
一
之

　
　
状
如
レ
件
。

　
　
　
文
永
九
年
七
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
義
宗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
将
監
平
（
花
押
）

　
今
回
取
り
あ
げ
た
六
波
羅
裁
許
状
の
書
止
文
言
に
は
「
下
知
如
件
」
と
「
状
如
件
」
の
二
種
類
が
あ
り
、
H
下
知
状
と
皿
書
下
が
そ
れ
ぞ
れ

に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
二
様
式
に
内
容
的
な
差
違
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
初
期
に
は
後
者
が
多
く
、
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
前

者
が
主
流
と
な
る
。
ま
た
、
一
般
に
鉦
下
知
状
と
皿
書
下
の
う
ち
時
盛
・
重
時
南
下
葡
の
も
の
に
は
、
事
書
の
な
い
前
期
下
知
状
と
前
期
書
下

が
混
在
す
る
。
し
か
し
、
六
波
羅
裁
許
状
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
後
期
下
知
状
と
後
期
書
下
の
様
式
で
発
給
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
署
判
の
位
置
に
つ
い
て
、
鉦
下
知
状
と
皿
書
下
と
を
問
わ
ず
に
欠
損
の
あ
る
四
通
を
除
い
た
九
四
通
を
み
て
み
る
と
、
『
増
訂

鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
　
下
（
第
二
刷
）
』
で
は
い
ず
れ
も
奥
下
署
判
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
影
写
本
や
写
真
本
な
ど
で
確
認
す
る
と
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実
際
に
は
日
下
署
判
で
あ
る
も
の
が
若
干
数
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
案
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
本
来
は
奥
下
署
判
で
あ

っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
六
波
羅
裁
許
状
の
署
判
の
位
置
は
、
い
ず
れ
も
奥
許
署
判
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
義
宗
単
独
期
以
前
の
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
は
、
両
探
題
が
と
も
に
在
職
す
る
時
期
に
も
単
独
署
判
で
発
給
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、

両
探
題
が
そ
ろ
っ
て
在
職
す
る
の
が
通
例
と
な
る
時
村
・
時
国
期
以
降
、
両
探
題
の
連
署
を
原
則
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
今
回
取
り

あ
げ
た
裁
許
状
は
い
ず
れ
も
連
署
の
も
の
で
あ
る
。
六
波
羅
裁
許
状
の
場
合
に
は
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
両
探
題
の
連
署
で
発
給
さ
れ
て
い

た
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
六
波
羅
裁
許
状
は
、
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
の
な
か
で
も
他
の
文
書
に
さ
き
が
け
て
様
式
的
な
確
立
を
果
た
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
六
波
羅
探
題
の
訴
訟
裁
断
者
と
し
て
の
側
面
の
重
要
性
や
そ
の
裁
許
状
の
文
書
と
し
て
の
格
の
高
さ
と
と
も
に
、
六
波

羅
に
お
け
る
制
度
的
な
充
実
が
い
か
な
る
角
度
か
ら
重
点
的
に
進
め
ら
れ
た
の
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
六
波
羅
裁
許
状
の
纂
書

六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
つ
ぎ
に
取
り
あ
げ
る
の
は
、
事
書
の
形
式
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
関
東
裁
許
状
の
事
書
に
関
す
る
近
藤
成
一
の
詳
細
な
研
究
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
そ
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
六
波
羅
裁
許
状
の
事
書
の
形
式
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　
A
　
　
「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
型
　
　
　
　
　
　
五
八
通

　
　
B
　
　
「
某
申
…
…
事
」
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
通

　
　
C
　
「
…
…
事
」
型
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
　
D
　
（
欠
損
に
つ
き
不
明
）
　
　
　
　
　
　
　
＝
通

　
C
「
…
…
事
」
型
の
一
通
は
、
貞
永
二
年
（
一
二
三
三
）
の
も
の
で
あ
る
（
二
五
）
。
こ
の
形
式
は
施
行
状
や
禁
制
な
ど
他
の
用
途
の
文
書
に
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も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
裁
許
状
に
特
有
の
事
書
形
式
が
確
立
す
る
以
前
の
原
初
的
な
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
初
期
の
関
東
裁
許
状
に
み

ら
れ
る
「
可
令
早
」
型
や
「
補
任
地
頭
職
事
」
型
は
、
ま
っ
た
く
検
出
さ
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
近
藤
成
一
は
、
A
「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
型
の
事
書
の
存
在
は
訴
陳
状
の
交
換
や
対
決
問
答
を
前
提
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
③

「
事
実
者
」
型
裁
許
の
退
潮
と
問
答
対
決
型
裁
許
の
確
立
が
A
型
の
事
書
形
式
を
主
流
化
さ
せ
、
そ
の
確
立
以
後
の
関
東
裁
許
状
に
つ
い
て
は

特
別
な
事
情
が
介
在
し
な
い
限
り
、
こ
の
形
式
の
事
書
を
用
い
る
の
が
原
則
に
な
る
と
論
じ
る
。
こ
の
た
め
、
B
「
某
申
…
…
事
」
型
を
例
外

的
な
も
の
と
評
価
し
、
こ
れ
が
存
在
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
越
訴
の
場
合
を
一
例
と
し
て
あ
げ
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
は
論
人
の
名
前
を
記
し
に

く
い
よ
う
な
案
件
で
あ
り
、
A
型
を
と
ら
な
い
特
別
な
事
情
が
そ
れ
ぞ
れ
に
説
明
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
論
及
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
瀬
野
精
一
郎
編
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
　
上
（
第
二
刷
）
』
に
所
収
の
関
東
裁
許
状
（
以
下
、
同
史
料
集
に
所
収
の
も
の
は

そ
の
文
書
番
号
に
も
と
づ
き
「
関
○
○
」
と
記
す
）
を
通
覧
す
る
と
、
越
訴
を
裁
許
し
た
関
東
裁
許
状
の
な
か
に
は
A
型
の
事
書
形
式
を
有
す
る
も

　
　
　
　
　
④

の
も
散
見
す
る
。
ま
た
、
B
型
の
事
書
形
式
を
有
す
る
裁
許
状
は
、
関
東
の
場
合
に
は
A
型
が
確
立
し
た
以
後
の
裁
許
状
の
う
ち
の
一
割
五
分

強
を
、
六
波
羅
の
場
合
に
は
全
体
の
三
割
弱
を
占
め
る
。
そ
し
て
、
関
東
の
場
合
に
は
一
通
、
六
波
羅
の
場
合
に
は
初
期
の
一
通
を
除
く
す
べ

て
の
事
例
が
、
こ
れ
ら
A
・
B
型
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
事
書
形
式
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
B
型
が
存
在
す
る
理
由
に
つ
い
て

は
A
型
の
場
合
と
比
較
し
つ
つ
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
は
A
型
の
六
波
羅
裁
許
状
五
八
通
を
内
容
的
に
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
a
　
両
当
事
者
の
和
与
が
裁
許
さ
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
b
　
訴
陳
、
問
答
の
応
酬
を
経
て
、
裁
許
が
下
さ
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
通

　
つ
ぎ
に
、
B
型
の
二
八
通
に
つ
い
て
は
以
下
の
ご
と
く
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
c
　
論
人
が
承
伏
し
た
こ
と
に
よ
り
、
訴
人
の
主
張
が
認
定
さ
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
一
一
通
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六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
d
　
論
人
の
召
文
違
背
に
よ
り
、
訴
人
の
主
張
が
認
定
さ
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
九
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
e
　
明
白
な
根
拠
に
よ
り
、
訴
人
の
主
張
が
認
定
さ
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
f
　
両
当
事
者
の
和
与
が
裁
許
さ
れ
た
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
こ
れ
ら
A
・
B
型
を
分
か
つ
理
由
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
論
人
の
承
伏
や
召
文
違
背
、
下
知
違
背
な
ど
の
適
用
、
訴
人
の
勝
訴
、
訴
陳
や
問

答
、
和
与
の
有
無
な
ど
が
ま
ず
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
要
件
を
み
た
す
事
例
は
A
・
B
型
の
双
方
に
検
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

裁
許
の
下
さ
れ
た
手
続
き
に
着
目
し
て
み
る
と
、
両
様
の
間
に
は
顕
著
な
差
違
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
a
・
b
の
事
例
の
大
部
分
が
数

度
の
慰
問
を
経
て
い
る
の
に
対
し
、
c
・
d
・
e
の
事
例
は
い
ず
れ
も
訴
人
の
出
訴
に
対
す
る
初
度
の
陳
答
の
前
後
に
そ
の
裁
許
が
決
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
B
型
の
。
は
論
人
に
承
伏
の
意
志
が
な
い
場
合
も
ふ
く
め
、
初
度
の
陳
答
の
内
容
が
結
果
的
に
訴
人
の
主
張
を
裏
づ
け
る
と
認
定
さ

れ
た
よ
う
な
場
合
、
d
は
論
人
が
初
度
の
陳
答
を
求
め
る
召
文
に
応
じ
ず
「
無
理
所
レ
定
点
」
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
e
は
論
人
の
陳
答
を
考

慮
す
る
ま
で
も
な
く
、
訴
人
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
場
合
と
整
理
で
き
る
。
f
に
つ
い
て
は
若
干
の
問
題
を
残
す
が
、
数
度
の
訴
問
を
経
た
a

と
対
比
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
和
与
を
前
提
と
し
て
出
訴
さ
れ
た
事
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
訴
人
の
出
訴

案
件
に
対
し
て
初
度
の
陳
答
で
「
論
申
」
し
た
と
は
認
定
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
訴
人
の
主
張
の
と
お
り
に
裁
許
が
決
定
さ
れ
た
事
例
と
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
A
型
の
a
・
b
は
訴
人
の
出
訴
案
件
に
対
し
て
初
度
の
陳
答
で
論
人
が
「
論
申
」
し
た
と
認
定
さ
れ
、

そ
の
の
ち
に
数
度
の
訴
問
を
経
た
う
え
で
裁
許
が
下
さ
れ
た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
A
・
B
型
の
事
書
形
式
に
つ
い
て
は
、
片
面
的
訴
訟
と
双
面
的
訴
訟
、
「
事
実
者
」
型
裁
許
と
問
答
対
決
型
裁
許
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
方
的
裁
許
と
理
非
裁
断
、
「
入
門
」
と
「
入
理
非
」
な
ど
、
日
本
中
世
の
訴
訟
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、

こ
の
た
め
多
様
な
理
解
の
し
か
た
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
さ
き
の
状
況
は
、
相
手
の
不
服
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
片
面
的
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

訟
が
双
面
的
訴
訟
へ
移
行
す
る
と
い
う
構
図
と
よ
く
似
て
い
る
。

9 （779）



　
し
か
し
、
訴
訟
手
続
き
の
復
元
に
主
眼
を
お
く
本
稿
で
は
あ
え
て
深
入
り
を
せ
ず
、
ご
く
簡
潔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。
こ
れ
ら
両
様
の
事
書
形
式
は
、
い
わ
ば
訴
訟
手
続
き
上
に
お
い
て
「
論
人
」
が
顕
在
化
し
た
か
否
か
、
そ
の
案
件
が
「
相
論
」
と
し
て
成

立
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
B
型
は
訴
訟
手
続
き
上
の
「
相
論
」
以
前
の
段
階
で
、
A
型
は
「
相
論
」
へ
と
移
行
し
た
以
後
の
段

階
で
裁
許
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
書
形
式
を
と
る
の
で
あ
る
。

　
「
論
人
」
の
存
在
し
な
い
訴
訟
と
か
、
「
相
論
」
で
は
な
い
訴
訟
と
い
っ
た
表
現
は
、
少
し
奇
異
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

論
人
が
誰
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
出
訴
の
時
点
で
す
で
に
明
自
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
六
波
羅
の
訴
訟
手
続
き
上
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
理
念
的
な
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
の
案
件
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
関
東
裁
許
状
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
事
実
者
」
型
裁
許
の
退
潮
と
問
答
対
決
型
裁
許
の
確
立
が
、
A
型
の
事
書
形
式
の
主
流
化
と
い
う
現
象
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
関
東
と
六
波
羅
の
裁
許
状
を
あ
ら
た
め
て
通
覧
し
て
み
る
と
、
実
際
に
は
双
方
に
お
い
て
、
A
・
B
型
の
登
場
が
ほ
と
ん

ど
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
う
し
た
現
象
と
、
A
・
B
型
そ
れ
ぞ
れ
の
事
書
形
式
が
有
す
る
意
義
と
を
重
ね
あ
わ
せ
て
み
て
み

る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
書
形
式
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
主
流
も
し
く
は
例
外
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
も
う
少
し
違
っ
た
理
解
の
し

か
た
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
B
「
某
申
…
…
事
」
型
と
A
「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
型
と
い
う
事
書
形
式
は
、
訴
訟
手
続
き
上
に
お
い
て
連
続
す
る
非
「
相
論
」
と
「
相

論
」
と
い
う
二
つ
の
段
階
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
事
書
形
式
は
、
む
し
ろ
一
対
か
つ
不
可
分
の
も
の
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
事
書
形
式
が
こ
の
両
様
へ
と
収
敏
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け

る
訴
訟
制
度
が
こ
れ
ら
二
つ
の
段
階
を
あ
わ
せ
も
つ
構
造
へ
と
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
示
す
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

10 （780）



三
　
六
波
羅
裁
許
状
の
事
実
書

六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
六
波
羅
裁
許
状
の
事
実
書
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
B
型
の
事
書
を
も
つ
裁
許
状
の
事
実
書
の
多
く
は
、

「
右
、
…
…
」
と
い
う
冒
頭
部
分
に
続
い
て
一
方
当
事
者
の
主
張
を
記
し
、
そ
の
主
張
が
正
当
性
を
も
つ
理
由
に
つ
い
て
言
及
し
た
う
え
で
、

最
後
に
裁
許
の
内
容
を
記
す
。
こ
れ
に
対
し
、
A
型
の
事
書
を
も
つ
裁
許
状
の
場
合
に
は
、
「
右
、
対
決
之
処
、
…
…
」
や
「
右
、
就
二
訴
陳
状
ハ

於
二
引
付
座
ハ
令
二
尋
問
一
之
処
、
錐
レ
多
二
子
細
ハ
所
詮
、
…
…
」
な
ど
の
冒
頭
部
分
に
は
じ
ま
り
、
以
下
、
訴
論
人
の
主
張
を
な
ら
べ
て
記
す

体
裁
の
も
の
が
多
い
。
事
書
形
式
を
規
定
す
る
訴
訟
手
続
き
上
の
相
違
は
、
裁
許
状
に
お
け
る
事
実
書
の
体
裁
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
A
型
の
事
書
を
も
つ
六
波
羅
裁
許
状
の
事
実
書
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
弘
安
年
間
に
さ
き
だ
つ
時
期
と

そ
れ
以
後
の
裁
許
状
の
問
に
、
あ
る
顕
著
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
弘
安
年
間
に
さ
き
だ
つ
時
期
に
は
「
対
決
隠
処
、
…
…
」
や
「
召
コ
決
両

　
　
　
　
　
⑮

方
｝
三
態
、
…
…
」
、
そ
れ
以
降
に
は
「
就
二
訴
陳
状
関
頭
コ
出
両
方
於
引
付
之
座
ハ
損
一
双
両
方
一
之
処
、
…
…
」
と
か
「
就
二
訴
陳
状
ハ
擬
レ
有
二

　
　
　
　
　
　
　
⑱

其
沙
汰
一
之
処
、
…
…
」
と
い
っ
た
文
一
蓄
が
、
両
時
期
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
排
他
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
時
期
の

六
波
羅
裁
許
状
の
事
実
書
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
書
式
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弘
安
年
間
に
さ
き
だ
つ
時
期
に
お

け
る
「
対
決
」
や
「
召
決
」
、
そ
れ
以
後
に
お
け
る
「
訴
陳
状
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。

　
比
較
的
早
い
時
期
の
六
波
羅
裁
許
状
に
「
右
、
対
汁
飴
預
所
法
橋
有
全
与
二
地
頭
建
立
兵
衛
尉
頼
康
ハ
令
レ
進
コ
覧
申
詞
記
於
関
東
一
」
（
四
六
）
、

「
以
前
条
々
、
就
二
申
詞
記
い
所
レ
加
二
下
知
一
也
。
」
（
波
九
）
な
ど
と
み
え
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
六
波
羅
に
お
い
て
は

対
決
や
召
決
の
結
果
を
記
し
た
問
注
記
や
冠
詞
記
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
裁
許
が
下
さ
れ
て
い
た
。
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
の
紀
伊
国

名
手
庄
と
丹
生
屋
村
の
境
相
論
に
お
い
て
は
、
六
波
羅
で
問
注
が
断
続
的
に
計
七
日
間
お
こ
な
わ
れ
た
の
ち
、
「
読
合
」
や
「
詮
句
」
を
経
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

六
波
羅
奉
行
人
の
手
に
よ
り
問
注
記
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
件
で
は
問
注
に
さ
き
だ
っ
て
訴
陳
状
が
交
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
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る
と
、
訴
陳
状
の
応
酬
を
経
て
訴
論
人
に
対
決
や
召
決
を
さ
せ
、
六
波
羅
の
奉
行
人
が
両
当
事
者
立
ち
あ
い
の
も
と
で
読
合
や
詮
旬
を
し
て
問

注
記
や
申
詞
記
を
作
成
し
、
そ
の
う
え
で
裁
許
を
下
す
と
い
う
の
が
、
当
該
期
の
六
波
羅
に
お
け
る
訴
訟
手
続
き
の
概
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
六
波
羅
裁
許
状
の
事
実
書
に
は
「
対
決
」
や
「
召
決
」
と
い
っ
た
文
言
が
み
え
な
く
な
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
に
対
応
す
る
「
問
注
記
」
や
「
申
達
記
」
と
い
っ
た
文
書
の
存
在
も
史
料
上
に
み
ら
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
変

化
は
、
引
付
や
評
定
で
の
審
理
の
結
果
を
記
し
た
「
評
定
事
書
』
の
登
場
と
対
応
す
る
現
象
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
治
三
年
（
ご
～
七
七
）
一
二
月
、
北
条
里
村
・
時
国
両
人
の
六
波
羅
探
題
へ
の
就
任
に
と
も
な
い
、
六
波
羅
の
諸
制
度
が
曲
金
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
の
際
、
由
宇
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
た
「
六
波
羅
政
務
条
々
」
の
な
か
に
「
一
　
下
知
欝
欝
、
事
書
開
芸
事
」
が
み
え
る
。
「
事
書
」
と
は
、

い
わ
ゆ
る
評
定
事
書
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
評
定
事
書
は
裁
許
状
の
原
簿
で
あ
り
、
そ
の
文
面
は
実
際
に
発
給
さ
れ
る
裁
許
状
と
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

共
通
し
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
少
な
く
と
も
弘
安
年
間
以
前
に
、
六
波
羅
の
訴
訟
制
度
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
想
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
六
波
羅
に
お
け
る
訴
訟
審
理
の
方
式
が
こ
の
こ
ろ
を
境
に
、
い
わ
ば
ロ
頭
の
対
決
や
妄
誕
を
基
軸
と
す
る

「
問
注
記
」
型
か
ら
、
訴
陳
状
な
ど
の
書
面
の
応
酬
を
基
軸
と
し
、
引
付
で
問
答
し
た
の
ち
に
評
定
で
の
審
理
結
果
を
記
し
た
評
定
事
書
に
も

と
づ
い
て
裁
許
を
下
す
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
転
換
の
画
期
は
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
以
前
の
評

定
、
弘
安
元
年
（
～
二
七
八
）
酒
倉
の
引
付
の
設
置
と
い
う
流
れ
か
ら
み
て
、
こ
の
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
二
月
の
時
点
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
従
来
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
訴
訟
の
手
続
き
が
徐
々
に
書
面
審
理
化
し
て
い
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
書
面
化
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
う
し
た
訴
訟
手
続
き
の
変
化
を
前
提
と
し
て
、
六
波
羅
に
お
け
る

訴
訟
審
理
と
裁
許
の
方
式
自
体
が
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
問
注
記
が
対
決
や
召
決
の
内
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容
を
記
録
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
評
定
事
書
に
は
引
付
や
評
定
に
お
け
る
審
理
の
結
果
が
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
に
は
訴
訟

裁
断
機
関
と
し
て
の
引
付
や
評
定
の
判
断
が
繰
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
段
階
と
画
期
を
経
て
、
六
波
羅
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
る
訴
訟
手
続
き
は
『
沙
汰
未
練
書
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
完
成
型
へ
と
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
六
波
羅
は
建
治
三
年
（
｝
二
七
七
）
一
二
月
以
降
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
質
的
な
転
換
を
遂
げ
る
も
の
と

ひ
と
ま
ず
は
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
六
波
羅
が
こ
う
し
た
転
換
を
遂
げ
た
こ
と
は
六
波
羅
探
題
が
下
す
裁
許
の
位
置
づ
け
に
の

み
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
の
検

討
結
果
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
の
ち
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

①
近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
事
書
に
つ
い
て
扁
（
皆
川
心
菱
編
魍
古
代
中

　
世
史
料
学
研
究
　
下
巻
臨
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
九
八
年
）
。

②
「
…
…
条
々
扁
な
ど
と
記
す
も
の
は
、
「
条
々
」
を
「
事
」
と
よ
み
か
え
て
分

　
類
し
て
い
る
。

③
山
本
幸
司
「
裁
許
状
・
問
状
か
ら
見
た
鎌
倉
幕
府
初
期
訴
訟
制
度
」
（
『
史
学
雑

　
誌
』
九
四
編
四
号
、
一
九
八
五
年
）
。
古
澤
直
人
「
鎌
倉
幕
府
法
の
成
立
－
御

　
成
敗
式
目
成
立
の
歴
史
的
位
置
1
」
（
同
魍
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
』
校
倉
書

　
房
、
　
九
九
～
年
。
初
出
は
～
九
八
五
年
）
な
ど
。

④
関
一
五
四
、
～
九
三
、
二
三
五
、
補
二
六
な
ど
。

⑤
　
波
一
二
、
一
七
、
二
〇
、
二
一
、
二
五
～
二
七
、
二
九
、
三
三
、
三
五
～
三
七
、

　
四
〇
、
四
五
～
四
七
、
四
九
、
五
六
、
六
〇
、
六
二
、
六
四
、
六
八
、
七
四
、
七

　
七
、
補
三
、
補
八
、
補
一
〇
、
補
＝
一
、
補
一
六
、
補
二
〇
。

⑥
波
三
、
七
、
八
、
一
〇
、
一
三
、
一
四
、
一
六
、
一
八
、
一
九
、
二
三
、
二
八
、

　
三
〇
、
三
一
、
五
〇
～
五
二
、
六
六
、
六
七
、
六
九
、
七
六
、
補
一
、
補
二
、
補

　
陽
、
補
九
、
補
一
七
、
補
一
八
、
補
二
一
、
補
二
二
。

⑦
波
四
二
、
四
王
、
五
五
、
五
九
、
六
｝
、
六
三
、
六
五
、
七
｝
、
補
～
九
、

　
甑
一
一
二
四
、
　
～
⊥
ハ
田
同
。

⑧
波
二
四
、
三
四
、
三
九
、
四
～
、
四
八
、
五
七
、
七
〇
、
七
五
、
補
＝
。

⑨
波
四
、
＝
、
一
五
、
四
四
、
七
二
、
七
三
、
事
例
。

⑩
M
二
八
四
。

⑪
石
井
紫
郎
門
合
戦
と
追
捕
…
前
近
代
法
と
自
力
救
済
一
扁
（
四
切
日
本
国

　
制
史
研
究
－
　
日
本
人
の
国
家
生
活
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
。
初
出

　
は
～
九
七
八
年
）
。

⑫
　
前
掲
、
古
澤
直
人
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
輪
。

⑬
笠
松
宏
至
「
入
門
扁
（
同
『
日
本
中
世
法
史
論
隔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

　
九
年
）
。
新
田
一
郎
四
日
本
中
世
の
社
会
と
法
一
国
制
史
的
変
容
－
睡
東
京

　
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
初
出
は
一
九
九
三
・
四
年
。

⑭
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
の
機
会
に
論
及
し
た
い
。

⑮
波
三
、
六
、
七
、
八
、
＝
二
、
～
四
、
補
～
。

⑯
波
＝
ハ
、
二
〇
、
二
五
、
二
七
、
三
六
、
四
〇
、
四
七
、
五
〇
、
五
一
、
五
六
、

　
六
八
、
補
三
、
補
九
。

⑰
「
高
野
山
文
書
」
宝
簡
集
三
〇
、
寛
元
二
年
七
月
日
、
六
波
羅
問
注
交
名
日
記
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（
鎌
九
…
六
三
五
四
）
。

⑱
『
建
治
三
年
記
』
一
二
月
～
九
日
条
（
州
増
補
続
史
料
大
成
隔
本
に
よ
る
）
。

⑲
高
橋
～
樹
「
鎌
倉
幕
府
の
保
管
文
書
と
そ
の
機
能
」
（
河
音
能
平
隅
隅
中
世
文

　
書
論
の
視
座
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）
。
同
「
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
訴
訟

　
文
書
・
記
録
の
保
管
利
用
シ
ス
テ
ム
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
五
八
号
、
二
〇
〇
二

　
年
）
。

⑳
以
下
、
佐
藤
進
｝
極
悪
『
中
世
法
制
史
料
集
第
二
巻
室
町
幕
府
法
』
に
よ

　
る
。
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第
二
章
　
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
式
日

六
波
羅
裁
許
状
の
日
付

　
前
章
で
は
、
事
書
、
事
実
書
、
書
止
文
言
、
衛
士
と
い
っ
た
六
波
羅
裁
許
状
の
文
面
上
の
各
部
位
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
浮
上
す
る
論
点
に

つ
い
て
逐
一
検
討
を
加
え
た
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
だ
け
検
討
し
残
し
た
部
位
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
付
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
は
、
そ
の
案
件
が
裁
断
さ
れ
た
評
定
の
日
付
で
発
給
さ
れ
る
。
す
で
に
関
東
の
評
定
式
日
に
つ
い
て
は
、
岡
邦
信
と
近
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

成
一
が
『
永
仁
三
年
記
』
の
記
事
や
関
東
裁
許
状
の
日
付
の
検
討
を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
第
一
に
、
永
仁
元
年
（
～
二
九
三
）
一
〇
月
に
引
付
が
一
時
停
止
さ
れ
、
そ
れ
が
再
開
さ
れ
た
永
仁
二
年
一
〇
月
以
降
の
関
東
に
お
い
て
は
、

式
評
定
、
内
評
定
、
引
付
評
定
と
い
う
三
種
類
の
評
定
が
存
在
し
た
こ
と
。
第
二
に
、
引
付
評
定
の
式
日
に
は
原
則
と
し
て
毎
月
二
日
、
七
日
、

～
二
日
、
二
三
日
、
二
七
日
の
五
箇
日
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
の
引
付
番
が
割
り
振
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
第
三
に
、
引
付
評
定
は
、
各
引

付
番
か
ら
引
付
勘
録
事
書
が
上
程
さ
れ
る
評
定
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
四
に
、
関
東
裁
許
状
の
日
付
は
、
裁
許
の
決
定
さ
れ
た
引
付
評
定
の
日
付

で
あ
っ
た
こ
と
。
以
上
の
四
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
六
波
羅
の
場
合
に
は
、
『
永
仁
三
年
記
憾
の
よ
う
な
史
料
は
現
存
し
な
い
。
そ
こ
で
、
近
藤
成
一
が
お
こ
な
っ
た
の
と
逆
の
方
法

で
、
六
波
羅
裁
許
状
の
日
付
か
ら
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
は
な
い
六
波
羅
の
引
付
評
定
の
式
日
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
な
お
、
佐
藤
進
一
は
、
正
安
元
年
（
　
二
九
九
）
の
史
料
の
「
（
前
欠
）
於
二
五
番
御
手
ハ
重
々
被
レ
経
二
御
沙
汰
ハ
御
－
注
コ
進
関
東
一
了
。
」
以
下
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《図》　六波羅裁許状の日付
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の
記
事
を
根
拠
に
、
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
か
ら
同
四
年
（
一
二
九
六
）
に
お

け
る
五
番
引
付
制
の
存
在
を
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
欠
部
分
に
は

　
　
　
⑤

別
の
断
簡
が
接
続
し
、
両
者
を
あ
わ
せ
る
と
「
去
永
仁
四
年
、
於
二
五
番
御
手
ハ

…
…
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
波
羅
に
お
け
る
五
番
引
付
制
の
確
認
で
き

る
上
限
年
代
を
、
以
下
で
は
永
仁
四
年
と
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
永
仁
四
年
か
ら
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
と
、
引
付
番
数
が

確
定
で
き
な
い
承
久
三
年
（
＝
一
】
＝
）
か
ら
永
仁
三
年
と
に
分
け
、
本
稿
で

取
り
扱
う
九
八
通
の
六
波
羅
裁
許
状
の
日
付
の
分
布
を
集
計
す
る
と
、
《
図
》

の
ご
と
く
に
な
る
。
な
お
、
三
〇
日
の
存
在
し
な
い
月
の
二
九
日
付
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
晦
日
と
し
て
算
入
し
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
、
永
仁
三
年
以
前
に
つ
い
て
は
六
波
羅
裁
許
状
の
検
出
数
が
乏
し

い
こ
と
も
あ
り
、
何
の
傾
向
も
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
永
仁

四
年
以
降
に
つ
い
て
は
そ
の
結
果
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
二
日
、
七
日
、
一
二

日
、
二
三
日
、
二
七
日
、
以
上
の
五
箇
日
に
お
け
る
発
給
数
が
突
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
五
箇
日
の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
も
の
は
、
こ
の
時
期
の
裁
許

状
の
う
ち
日
付
の
不
明
分
を
除
い
た
六
七
通
中
の
五
七
通
で
、
実
に
全
体
の
八

割
五
分
強
を
占
め
る
。

　
こ
の
五
箇
日
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
く
の

説
明
を
費
や
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
は
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
以
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降
の
関
東
に
お
け
る
引
付
評
定
の
式
日
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
永
仁
二
年
以
降
の
関
東
と
同
じ
く
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
以

降
の
六
波
羅
に
お
い
て
も
、
裁
許
状
は
原
則
と
し
て
そ
の
裁
許
が
決
定
さ
れ
た
引
付
評
定
の
日
付
で
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

日
は
毎
月
二
日
、
七
日
、
＝
｝
日
、
二
三
日
、
こ
七
日
、
以
上
の
五
箇
臼
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

二
　
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
式
日

実
際
に
、
永
仁
四
年
（
［
二
九
六
）
以
降
、
六
波
羅
の
評
定
が
こ
れ
ら
の
式
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
が
散
見
す
る
。

＠＠＠＠＠o

「
肇
、
肇
、
於
薪
攣
御
□
［
H
口
墾
、
あ

「
謀
書
一
段
申
娠
唯
塗
≧
御
評
定
披
コ
肇
一
笠
舐
結
節

（
延
慶
四
年
五
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
同
十
二
日
、
逢
二
一
番
評
定
一
云
々
。
／
六
月
二
日
、
重
逢
二
評
定
一
宇
。
」

「
嘉
元
二
年
十
一
月
十
二
日
評
定
事
書
」
（
波
四
四
）

（
正
安
三
年
六
月
）
⑩

「
同
廿
三
、
出
二
南
殿
ハ
為
二
評
定
弓
今
日
則
評
定
始
儀
、
在
レ
之
。
」

（
正
和
）

「
同
五
年
十
一
月
廿
七
日
、
入
二
理
非
ハ
可
レ
有
二
其
沙
汰
｝
盲
撃
、
経
二
評
定
一
畢
。
」

（
波
六
二
）

　
①
と
⑤
は
北
条
宗
宣
と
基
時
の
評
定
始
の
記
事
、
②
は
丹
波
国
宮
田
庄
、
③
は
北
野
社
、
④
は
加
賀
国
徳
橋
郷
、
⑥
は
出
雲
園
三
刀
屋
郷
、

そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
記
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
定
が
式
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
引
付
評
定
か

否
か
を
明
確
に
は
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
①
と
⑤
に
つ
い
て
は
探
題
就
任
直
後
の
評
定
始
の
記
事
で
あ
り
、
評
定
の
な
か
で
も
と
く
に
儀

礼
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
②
④
⑥
に
つ
い
て
も
引
付
の
審
議
を
経
て
評
定
へ
と
上
程
さ
れ
た
案
件
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
と
こ
ろ
で
、
②
の
場
合
、
こ
の
宮
田
庄
に
関
す
る
訴
訟
の
担
当
引
付
番
は
、
「
連
の
関
係
史
料
か
ら
四
番
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
四

番
引
付
に
係
属
す
る
案
件
の
上
程
さ
れ
た
引
付
評
定
が
、
二
日
に
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
じ
く
四
番
引
付
に
係
属
し
て
い

た
美
濃
国
許
部
庄
に
関
す
る
訴
訟
の
裁
許
状
は
、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
六
月
二
日
付
で
発
給
さ
れ
て
い
る
（
波
三
二
）
。
こ
れ
ら
二
つ
の
案
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件
が
い
ず
れ
も
四
番
引
付
に
係
属
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
定
が
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
関
東
の
制
で
二
日
が
一
番
と
四
番

の
引
付
評
定
の
式
日
で
あ
っ
た
こ
と
と
符
合
す
る
。
さ
ら
に
、
③
の
事
例
か
ら
は
コ
番
評
定
」
、
す
な
わ
ち
　
番
の
引
付
評
定
が
五
月
一
二

日
、
つ
い
で
六
月
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
関
東
の
制
で
は
、
一
番
の
引
付
評
定
は
二
日
と
一
二
日
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、

六
波
羅
に
お
け
る
引
付
評
定
の
式
日
の
各
引
付
番
へ
の
割
り
振
り
に
つ
い
て
も
、
関
東
に
お
け
る
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
想

定
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
以
降
の
六
波
羅
に
お
い
て
、
五
番
引
付
制
下
の
も
と
で
設
定
さ
れ
て
い
た
引
付
評
定
の
式
日
と
そ
れ
ぞ

れ
の
引
付
番
を
以
下
の
よ
う
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

《
引
付
評
定
の
式
日
》

　
　
　
二
日
（
一
番
、
四
番
）
　
　
　
七
日
（
二
番
、
五
番
）
　
　
一
二
日
（
一
番
、
三
番
）

　
　
二
一
二
日
（
二
番
、
四
番
）
　
　
二
七
日
（
三
番
、
五
番
…
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
月
）
⑫
　
　
（
一
〇
月
）
⑬

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ほ
か
に
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
の
「
廿
一
日
引
付
評
定
」
、
同
三
年
（
ご
一
δ
一
）
の
「
今
月
八
日
引
付
評
定
」
と
い
っ

た
記
事
も
み
え
、
史
料
上
に
み
え
る
す
べ
て
の
引
付
評
定
の
日
付
が
さ
き
の
式
日
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
永
仁
三
年
記
』

に
よ
れ
ば
、
関
東
の
各
評
定
は
日
柄
に
よ
っ
て
式
日
以
外
に
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
関
東
の
場
合
と
同
様
、
六
波
羅
に
お
け
る
引
付
評
定
は
、

式
日
以
外
に
も
開
催
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
以
降
の
六
波
羅
裁
許
状
に
こ
れ
ら
の
五
箇
日
以
外

の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
も
の
が
若
干
検
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
と
対
応
す
る
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
岡
邦
信
と
近
藤
成
一
は
、
『
永
仁
三
年
記
』
の
記
事
か
ら
関
東
に
お
け
る
式
評
定
と
内
評
定
に
も
式
日
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
式
評
定
の
式
日
は
、
五
日
、
一
〇
日
、
一
六
日
、
二
〇
日
、
二
五
日
、
晦
日
、
以
上
の
六
箇
日
で
あ
る
と

い
う
。

　
そ
こ
で
、
引
付
評
定
と
同
様
、
六
波
羅
に
お
け
る
関
連
記
事
を
検
索
す
る
と
つ
ぎ
の
記
事
が
み
え
る
。
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（
正
安
四
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
⑦
「
同
二
月
五
日
、
評
定
始
也
。
」

　
　
　
　
（
嘉
暦
二
年
）
⑮

　
　
⑧
「
去
年
十
月
五
日
、
如
レ
被
レ
経
二
御
評
定
ご

　
　
　
　
（
延
慶
元
年
＝
～
月
）
⑯

　
　
⑨
「
同
十
日
、
始
コ
行
評
定
一
候
了
。
」

　
　
　
　
（
正
安
三
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
⑩
「
同
七
・
十
六
、
於
二
北
撃
評
定
始
也
。
」

　
　
　
　
（
元
亨
二
年
）
⑱

　
　
⑪
「
同
八
・
廿
五
、
南
方
維
貞
出
仕
始
也
。
」

　
　
　
　
（
元
亨
三
年
七
月
）
⑲

　
　
⑫
「
同
廿
五
、
御
沙
汰
始
。
」

⑧
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
始
の
記
事
で
あ
る
。
二
〇
日
、
晦
日
に
つ
い
て
は
記
事
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
の
、
さ
き
の
引
付
評
定
の
状
況
や
こ
れ
ら
の
記
事
の
存
在
、
そ
れ
に
次
章
で
述
べ
る
点
を
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
永
仁
年
間
以
降
の
六
波
羅

に
お
い
て
も
式
評
定
が
存
在
し
、
そ
の
式
日
も
関
東
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
以
降
の
六
波
羅
に
お
け
る
式
評
定
の
式
日
を
、
以
下
の
よ
う
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

《
式
評
定
の
式
日
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
五
日
　
　
一
〇
日
　
　
～
六
日
　
　
二
〇
日
　
　
二
五
日
　
　
晦
日

　
こ
の
よ
う
に
、
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
に
は
少
な
く
と
も
式
評
定
と
引
付
評
定
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
式
日
が
設
定
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
は
原
則
と
し
て
そ
の
う
ち
の
引
付
評
定
で
決
定
さ
れ
、
裁
許
状
は
そ
の
引
付
評
定
の
日
付
で
発
給
さ
れ
て

　
　
　
　
　
⑳

い
た
の
で
あ
る
。

　
諸
先
学
の
研
究
は
、
関
東
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
六
波
羅
へ
も
徐
々
に
移
入
さ
れ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
降
の
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
と
そ
の
式
日
に
つ
い
て
も
、
関
東
の
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

①
前
掲
、
石
井
良
助
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
瞼
。

②
　
　
『
増
補
　
続
史
料
大
成
』
本
に
よ
る
。

③
岡
邦
信
「
鎌
倉
幕
府
後
期
に
於
け
る
訴
訟
制
度
の
～
考
察
－
引
付
廃
止
と

　
『
重
事
直
聴
断
』
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
隅
法
制
史
研
究
』
三
五
号
、
～
九
八
五
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年
）
。
近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
日
付
」
（
『
鎌
倉
遣
文
研
究
㎞
四
号
、
一

　
九
九
九
年
）
。

④
「
東
大
寺
文
集
」
｝
一
四
－
三
四
、
正
安
元
年
六
月
日
、
東
大
寺
学
侶
代
頼
深

　
申
状
案
。

⑤
門
東
大
寺
文
書
」
四
…
一
八
一
、
（
正
安
元
年
六
月
日
）
、
東
大
寺
学
侶
代
頼
深

　
申
状
案
。
噸
鎌
倉
馬
入
』
に
は
、
両
者
を
あ
わ
せ
た
か
た
ち
で
採
録
さ
れ
て
い
る

　
（
鎌
一
＝
バ
ー
二
〇
一
五
～
）
。

⑥
六
波
羅
で
認
定
を
う
け
る
和
与
裁
許
の
場
合
、
和
与
状
の
紙
背
に
す
え
ら
れ
る

　
担
妾
奉
行
人
の
証
判
も
裁
許
が
決
定
さ
れ
た
引
付
評
定
の
日
付
で
記
さ
れ
る
。
た

　
と
え
ば
、
「
佐
方
文
書
扁
元
亨
元
年
一
二
月
三
密
、
宗
慶
和
与
状
（
鎌
三
六
一
二

　
七
九
〇
九
）
と
、
同
前
、
元
亨
元
年
＝
一
月
二
七
日
、
六
波
羅
下
知
状
（
鎌
三
六

　
－
二
七
九
二
九
、
波
六
二
）
。
「
山
内
首
藤
文
書
」
延
慶
元
年
一
二
月
一
八
日
、
道

　
祐
・
山
内
通
資
和
与
状
（
鎌
三
一
i
二
＝
西
入
二
b
）
と
、
同
前
、
延
慶
元
年
一

　
一
署
月
二
＝
｝
日
、
⊥
ハ
波
羅
下
知
状
（
鎌
三
～
1
二
一
二
四
九
〇
、
波
四
六
）
。
こ
れ
は
、

　
関
東
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

⑦
噌
六
波
羅
守
護
次
第
』
宗
宣
の
項
（
以
下
、
京
都
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室

　
所
蔵
の
原
本
に
よ
る
）
。

⑧
門
近
衛
家
領
丹
波
国
宮
謡
荘
訴
訟
文
書
」
正
安
二
年
五
月
日
、
宮
田
庄
雑
掌
円

　
詮
申
状
案
の
端
書
（
明
兵
庫
県
更
　
史
料
編
　
中
世
入
』
近
衛
家
文
書
、
二
二
号
。

　
掲
出
し
た
端
害
の
朱
筆
部
分
は
、
京
都
大
学
文
学
部
日
本
史
古
文
轡
室
架
蔵
の
影

　
写
本
に
よ
り
補
訂
し
た
）
。

⑨
　
　
咽
紅
梅
殿
社
記
録
』
上
、
（
延
慶
四
年
）
四
月
廿
九
日
、
西
園
寺
公
衡
御
教
書

　
写
の
奥
轡
（
鎌
補
四
一
一
九
＝
一
）
。

⑩
『
六
波
羅
守
護
次
第
』
基
時
の
項
。

⑪
　
　
「
近
衛
家
領
丹
波
国
宮
田
荘
訴
訟
文
書
」
正
安
二
年
四
月
日
、
宮
田
庄
雑
掌
円

　
詮
庭
中
申
状
案
（
欄
兵
庫
県
史
　
史
料
編
　
申
世
八
隔
近
衛
家
文
書
、
二
一
号
）
、

　
「
近
衛
戯
文
害
」
年
月
日
未
詳
、
宮
田
庄
雑
掌
申
状
案
（
鎌
　
二
三
一
二
五
六
七

　
三
）
な
ど
。

⑫
「
東
大
寺
文
書
」
～
一
｝
ニ
ー
八
三
－
二
、
（
正
安
元
年
）
、
某
書
状
案
（
鎌
二

　
七
一
二
〇
三
四
六
）
。

⑬
「
東
大
寺
二
食
」
一
t
四
⊥
二
五
な
ら
び
に
四
1
一
五
三
、
正
安
三
年
一
〇
月

　
日
、
東
大
寺
衆
徒
等
色
申
状
土
左
（
鎌
二
七
一
二
〇
八
九
三
）
。

⑭
『
六
波
羅
守
護
次
第
』
基
時
の
項
。

⑮
「
東
大
等
文
書
」
｝
1
｝
五
…
七
二
、
嘉
暦
三
年
冬
月
日
、
福
郷
関
務
雑
掌
明

　
円
申
状
案
（
鎌
一
二
九
…
｝
二
〇
｝
六
四
）
。

⑯
門
金
沢
文
庫
文
害
偏
年
月
日
未
詳
、
北
条
貞
顕
書
状
（
鎌
三
～
1
二
三
四
七

　
四
）

⑰
門
六
波
羅
守
護
次
第
隔
基
本
の
項
。

⑱
『
武
家
年
代
記
』
元
亨
二
年
条
裏
書
（
以
下
欄
増
補
続
史
料
大
成
』
本
に
よ

　
る
）
。

⑲
『
武
家
年
代
記
』
元
亨
三
年
条
裏
書
。

⑳
吉
永
仁
三
年
記
』
に
よ
れ
ば
、
三
〇
日
の
存
在
し
な
い
月
の
式
評
定
は
二
九
日
、

　
い
わ
ゆ
る
九
日
晦
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
い
う
晦
日
と
は

　
月
の
末
日
を
さ
す
。

⑳
内
評
定
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
関

　
東
に
お
け
る
内
評
定
の
式
日
は
一
日
、
一
三
日
、
二
一
巳
で
あ
る
が
、
＝
二
日
に

　
関
す
る
「
元
亨
二
・
四
・
滑
、
南
方
維
貞
疫
病
。
依
レ
之
、
心
墨
・
十
三
、
北
方

　
範
貞
一
方
判
形
。
」
（
魍
武
家
年
代
記
』
元
亨
二
年
条
裏
書
）
と
い
う
記
事
の
存
在

　
の
み
を
記
し
、
後
考
に
ゆ
だ
ね
る
。

⑫
　
こ
う
し
た
制
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
正
応
年
間
か
ら

　
永
仁
年
間
の
初
頭
で
は
な
い
か
と
も
想
像
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
今
後
の
課
題

　
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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第
三
章
　
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
関
東
と
六
波
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
と
六
波
羅
注
進
状

　
前
章
で
は
、
六
波
羅
裁
許
状
と
評
定
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
六
波
羅
に
出
訴
さ
れ
た
案
件

は
必
ず
し
も
六
波
羅
に
お
い
て
裁
許
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
、
注
進
状
が
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
と
進
上
さ
れ
、
関
東
に
お
い
て
裁
許

が
下
さ
れ
た
案
件
は
数
多
く
み
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
波
羅
注
進
状
の
関
東
へ
の
二
進
手
続
き
の
実
態
は
、
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
六
波
羅
注
進
状
と
は
、
実
際
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

《
史
料
二
》
　
六
波
羅
注
進
状
案

　
　
関
東
注
進
状
案

　
　
東
寺
領
若
狭
国
太
良
庄
雑
掌
申
、
下

　
　
地
以
下
所
務
事
、
訴
陳
状
・
具
書
等
、
相
コ
副

　
　
目
録
ハ
謹
進
上
候
。
以
二
此
旨
ハ
可
レ
有
二
御
披
露
榊
候
。

　
　
恐
憧
謹
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
）
　
（
敦
）

　
　
　
　
延
慶
三
年
二
月
七
日
　
越
後
守
平
時
敏
裏
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
馬
権
頭
平
貞
顕
同

　
　
　
　
進
上
　
長
崎
左
衛
門
入
道
殿

　
掲
出
部
分
の
前
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
　
於
二
六
波
羅
一
致
二
沙
汰
一
事
／
嘉
元
二
年
五
月
初
問
、
徳
治
三
年
三
月
三
問
畢
。
」
コ
　
於
二
関
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東
ハ
経
二
年
序
一
事
／
今
年
元
亨
三
十
五
年
云
々
。
」
と
あ
る
。
こ
の
案
件
は
、
六
波
羅
で
三
問
ま
で
の
手
続
き
を
経
た
の
ち
に
訴
陳
状
と
高
書
、

目
録
な
ど
を
そ
え
、
関
東
に
注
進
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
波
羅
注
進
状
は
訴
訟
を
取
り
つ
ぐ
際
に
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
挙
状
の
体
裁
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
六
波
羅
注
進
状
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
発
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
試
み
に
、
六
波
羅
裁
許
状
と
同

様
、
六
波
羅
注
進
状
の
日
付
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
と
は
い
え
、
六
波
羅
注
進
状
は
あ
く
ま
で
手
続
き
文
書
と
し
て
発
給
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
実
例
は
こ
の
《
史
料
二
》
を
ふ
く
め
若
干
数
し
か
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
関
東
裁
許
状
の
な
か
に
は
、
六

波
羅
注
進
状
の
文
面
を
引
用
し
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
　
上
（
第
二
刷
）
』
に
所
収
の
関
東
裁
許
状

を
通
覧
し
て
み
る
と
、
「
如
半
日
波
羅
注
進
状
一
者
、
…
…
」
の
よ
う
な
も
の
の
ほ
か
に
、
「
如
月
〇
〇
月
△
△
日
六
波
羅
注
進
状
一
者
、
…
…
」
と

い
う
か
た
ち
で
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
提
出
さ
れ
た
注
進
状
の
日
付
を
明
記
す
る
も
の
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。

　
永
仁
四
年
（
｝
二
九
六
）
以
降
の
関
東
裁
許
状
の
う
ち
、
六
波
羅
注
進
状
の
日
付
を
明
記
す
る
も
の
は
計
八
通
検
出
さ
れ
る
。
そ
の
日
付
と

検
出
数
を
列
挙
す
る
と
、
二
日
が
二
通
（
二
二
七
五
、
二
八
三
）
、
七
日
（
関
三
二
四
）
、
一
三
日
（
二
二
八
四
）
、
　
六
日
（
関
三
＝
）
、
二
〇
日

（
関
二
七
九
）
、
二
七
日
（
囲
二
六
）
、
二
九
日
（
関
二
一
二
九
）
が
そ
れ
ぞ
れ
一
通
と
な
る
。
ま
た
、
関
東
裁
許
状
以
外
に
囲
を
む
け
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
和
元
年
）
　
　
②
（
元
徳
二
年
力
）
　
　
　
　
③

《
史
料
二
》
の
「
二
月
七
日
」
の
ほ
か
、
「
去
々
年
四
月
十
二
日
注
進
状
」
、
「
去
六
月
十
二
B
、
預
二
関
東
御
注
進
一
畢
。
」
と
い
っ
た
事
例
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
日
付
は
六
波
羅
裁
許
状
の
日
付
と
同
様
、
何
ら
か
の
規
則
性
を
も
つ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
章
で
想
定
し
た
永
仁
四
年

（一

�
纔
Z
）
以
降
の
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
式
日
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
う
ち
の
二
日
、
七
日
、
一
二
日
、
二
七
日
は
引
付
評
定
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

六
日
置
二
〇
日
、
二
九
日
は
式
評
定
の
式
日
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
六
波
羅
注
進
状
の
日
付
は
、
さ
き
に
想

定
し
た
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
の
式
日
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
単
な
る
偶
然
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
ず
、
さ
き
の
評
定
式

日
に
関
す
る
想
定
を
も
逆
に
裏
づ
け
る
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
進
上
さ
れ
る
六
波
羅
注
進
状
は
、
裁
許
状
の
場
合
と
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⑤

同
様
に
、
関
東
へ
注
進
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
評
定
の
日
付
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
関
東
裁
許
状
の
な
か
に
は
、
六
波
羅
注
進
状
と
と
も
に
六
波
羅
で
か
わ
さ
れ
た
訴
陳
状
や
血
書
な
ど
が
送
進
さ
れ
た
旨
を
記
す

も
の
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
『
沙
汰
未
練
書
賑
に
み
え
る
一
連
の
訴
訟
手
続
き
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
六
波
羅
注
進
状
の
作
成

に
い
た
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
続
き
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
引
付
に
お
け
る
訴
陳
や
問
答
の
内
容
は
、
ま
ず
評
定
へ
と
上
程
さ
れ
、
さ
ら
に
評
定
に
お
い
て
そ
の
内
容
が
審
議
さ
れ
る
。
以
上
の
手
続
き

は
、
六
波
羅
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
る
手
続
き
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
さ
き
は
少
々
事
情
が
異
な
る
。
そ
の
案
件
が
関
東
へ
注
進

さ
れ
る
場
合
に
は
、
評
定
の
日
付
を
も
っ
て
、
裁
許
状
で
は
な
く
注
進
状
が
作
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
六
波
羅
注
進
状
が
、
訴
陳

状
や
具
書
な
ど
と
と
も
に
関
東
へ
と
注
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
六
波
羅
に
係
属
し
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
評
定
へ
の
上
程
ま
で
ほ
ぼ
同
様
の
手
続
き
を
と
る
。
そ
し
て
、
関
東
と

六
波
羅
の
い
ず
れ
に
お
い
て
裁
許
を
下
す
か
と
い
う
判
断
は
、
六
波
羅
の
評
定
の
場
で
決
定
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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二
　
関
東
に
お
け
る
評
定
と
六
波
羅
注
進
状

　
つ
ぎ
に
、
関
東
へ
の
注
進
手
続
き
の
実
態
を
確
認
す
る
意
味
も
こ
め
、
鎌
倉
後
期
の
関
東
に
お
け
る
訴
訟
手
続
き
を
示
す
史
料
と
し
て
著
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
の
薬
勝
寺
沙
汰
次
第
注
文
を
み
る
。

　
こ
の
案
件
は
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
二
月
か
ら
永
仁
五
年
（
＝
…
九
七
）
三
月
に
か
け
て
六
波
羅
で
沙
汰
が
お
こ
な
わ
れ
、
同
年
四
月
に

関
東
へ
注
進
さ
れ
る
。
文
面
上
に
は
記
さ
れ
な
い
も
の
の
、
関
東
へ
の
注
進
は
六
波
羅
の
評
定
で
決
定
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

注
進
の
際
に
は
「
六
波
羅
殿
御
函
」
が
「
在
京
人
東
六
郎
左
衛
門
入
道
井
周
防
三
郎
左
衛
門
尉
」
の
沙
汰
に
よ
り
、
関
東
へ
と
下
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
六
波
羅
殿
御
函
」
と
は
、
六
波
羅
注
進
状
や
そ
の
他
の
具
書
を
入
れ
た
箱
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
送
進
役
に
は
御
家
人
が
指
名
さ
れ
る

制
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。



六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
そ
の
後
、
こ
の
案
件
は
同
年
五
月
七
日
以
降
、
関
東
の
五
番
引
付
で
審
理
を
経
る
も
の
の
、
諸
事
情
か
ら
一
年
以
上
中
断
す
る
。
そ
し
て
、

永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
｝
○
月
に
い
た
り
引
付
沙
汰
が
再
開
さ
れ
、
論
人
と
の
問
答
を
経
て
同
年
一
一
月
二
七
日
に
評
定
へ
上
程
さ
れ
る
。

し
か
し
、
評
定
で
は
「
可
レ
被
レ
遣
二
六
波
羅
一
」
と
の
判
断
が
下
っ
た
た
め
、
訴
人
側
が
子
細
を
申
し
立
て
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
永
仁
七
年

（
＝
｝
九
九
）
正
月
二
七
日
の
再
度
の
評
定
に
お
い
て
関
東
で
裁
許
を
下
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
よ
う
や
く
関
東
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
る
に
い

た
る
。
こ
の
評
定
と
同
じ
日
付
を
も
つ
関
東
裁
許
状
（
関
二
一
八
）
が
、
そ
の
判
決
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
経
緯
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
各
案
件
が
六
波
羅
の
評
定
で
審
議
さ
れ
、
そ
こ
で
も
し
も
関
東
へ
の
移
管
が
決
定
さ
れ
た
場

合
に
は
、
い
っ
た
ん
関
東
の
引
付
に
係
属
し
て
審
議
を
経
た
う
え
で
さ
ら
に
関
東
の
評
定
へ
と
上
程
さ
れ
、
再
び
そ
の
可
否
が
決
定
さ
れ
る
。

関
東
と
六
波
羅
の
い
ず
れ
に
お
い
て
裁
許
を
下
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
は
、
こ
の
よ
う
な
二
重
審
理
の
手
続
き
を
経
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
関
東
と
六
波
羅
の
い
ず
れ
に
お
い
て
裁
許
を
下
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
は
、
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

佐
藤
進
一
は
、
「
殊
重
事
」
を
除
く
西
国
の
案
件
の
注
進
を
禁
ず
る
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
の
追
加
法
三
二
四
条
の
「
殊
重
事
」
と
い
う
文
言

に
着
目
し
、
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
関
東
に
お
け
る
裁
許
の
実
例
の
な
か
か
ら
、
大
番
役
、
下
地
中
分
、
御
家
人
の
科
罪
、
北
条
氏
一

門
に
関
す
る
案
件
な
ど
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
そ
の
｝
方
で
、
こ
れ
ら
の
案
件
が
～
卜
し
た
原
則
に
も
と
づ
い
て
関
東
へ
送
付
さ
れ
た
と
は
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
に
く
い
と
も
述
べ
、
六
波
羅
探
題
や
そ
の
堂
下
の
訴
訟
機
関
に
よ
る
自
由
裁
量
の
余
地
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

　
か
か
る
先
学
の
指
摘
に
付
け
加
え
る
べ
き
点
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
関
東
と
六
波
羅
の
い
ず
れ
に

お
い
て
裁
許
が
下
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
判
断
に
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
基
準
が
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
む
ろ
ん
、

そ
う
し
た
基
準
を
訴
論
人
自
身
が
提
示
し
、
い
ち
い
ち
そ
の
妥
当
性
を
裏
づ
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
鎌
倉
幕
府
法
の
、
と
い
う
よ
り

も
日
本
中
世
法
一
般
の
特
質
な
の
で
は
あ
る
が
。

　
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
統
～
的
基
準
ら
し
き
も
の
を
た
だ
ひ
と
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
評
定
の
決
定
に
よ
る
、
と
し
か

表
現
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
進
一
の
い
う
訴
訟
機
関
に
よ
る
自
由
裁
量
と
は
そ
の
実
、
関
東
と
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
の
裁
量
で
あ
っ
た
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
探
題
を
筆
頭
に
、
幕
閣
が
臨
席
す
る
関
東
と
六
波
羅
に
お
け
る
評
定
の
決
定
は
、
一
連
の
訴
訟
手
続
き
上
に
お
い
て
そ

の
よ
う
な
意
味
で
も
重
要
な
位
遣
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
六
波
羅
注
進
状
は
、
関
東
と
六
波
羅
の
評
定
を
取
り
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の
機
能

を
有
す
る
の
が
六
波
羅
探
題
宛
の
関
東
御
教
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

《
史
料
三
》
　
関
東
御
教
書

　
　
日
吉
社
領
出
雲
国
柴
治
郷
雑
掌

　
　
申
、
所
務
事
、
重
訴
状
如
此
。
如
レ
状

　
　
者
、
地
頭
平
賀
蔵
人
三
郎
入
道
妻
平
氏
、

　
　
背
二
御
下
知
ハ
抑
訓
留
下
地
ハ
相
潮
語
国
衙

　
　
使
ハ
致
二
狼
籍
一
云
々
。
事
実
者
、
招
二
其
餐
榊

　
　
者
歎
。
早
可
レ
被
レ
尋
沙
汰
一
之
状
、
依
レ
仰

　
　
執
達
如
レ
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
宣
時
）

　
　
　
永
仁
五
年
八
月
廿
七
日
陸
奥
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
貞
縛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
（
花
押
）

　
　
　
　
（
北
条
宗
軍
）

　
　
　
上
野
前
司
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
条
宗
方
）

　
　
　
相
模
右
近
大
夫
将
監
殿

　
こ
う
し
た
関
東
か
ら
六
波
羅
へ
の
案
件
の
移
管
に
は
、
単
に
六
波
羅
で
の
調
査
を
命
じ
た
も
の
か
ら
、
裁
許
を
下
す
よ
う
命
じ
た
も
の
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
方
式
が
あ
る
が
、
《
史
料
三
》
で
は
六
波
羅
で
「
尋
沙
汰
」
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
二
七
日
付
で
発
給

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
案
件
の
六
波
羅
へ
の
移
管
が
関
東
の
引
付
評
定
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
種
の
関
東
御
教
書
は
、
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関
東
と
六
波
羅
の
評
定
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
意
昧
に
お
い
て
、

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

《
史
料
二
》
の
よ
う
な
六
波
羅
注
進
状
と
対
を
な
す
下
達
文
書
と
し
て
理
解
す

三
　
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
の
質
的
転
換

六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
つ
ぎ
に
、
関
東
裁
許
状
の
文
面
上
に
み
え
る
六
波
羅
注
進
状
に
つ
い
て
時
期
的
な
変
化
を
ふ
ま
え
な
が
ら
分
析
を
加
え
、
関
東
と
六
波
羅
の

相
互
関
係
と
そ
の
推
移
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
六
波
羅
か
ら
の
注
進
文
雷
の
み
え
る
関
東
裁
許
状
の
初
見
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
（
関
一
〇
九
）
、
そ
れ
に
続
く
の
は
文
永
　
一
年
（
一
二

七
四
）
の
も
の
で
あ
る
（
関
一
三
五
）
。
そ
し
て
、
弘
安
年
間
以
降
、
注
進
文
博
の
明
記
さ
れ
る
関
東
裁
許
状
は
そ
の
数
を
増
す
。
い
ず
れ
も
西

国
に
関
す
る
案
件
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
文
永
＝
年
（
＝
毛
四
）
以
降
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
六
波
羅
の
訴
訟
制
度
が
確
立
す
る
大
き
な
画
期

で
あ
る
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の
直
前
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
こ
の
年
を
分
析
の
始
期
と
す
る
お
も
な
理
由
で
あ
る
。
な
お
、
蒙
古
襲
来
以

後
に
つ
い
て
は
鎮
西
に
対
す
る
関
東
と
六
波
羅
の
立
場
に
変
化
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
鎮
西
を
除
く
西
国
の
案
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　
文
永
＝
年
（
｝
二
七
四
）
以
降
、
鎮
西
を
除
く
西
国
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
発
給
さ
れ
た
関
東
裁
許
状
の
う
ち
、
重
複
す
る
二
通
（
関
二

一
四
、
補
一
九
）
を
除
い
た
第
五
云
為
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
文
言
を
二
〇
年
区
切
り
で
分
類
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
。

第
一
期
は
文
永
一
一
年
（
＝
毛
四
）
か
ら
永
仁
元
年
（
＝
一
九
三
）
、
第
二
期
は
永
仁
二
年
（
～
二
九
四
）
か
ら
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
、
第
三

期
は
正
和
三
年
（
；
＝
四
）
か
ら
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
〈
関
東
裁
許
状
〉
　
〈
六
波
羅
注
進
〉
　
〈
守
護
注
進
〉
　
〈
文
言
な
し
〉
　
　
　
　
〈
不
明
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
第
一
期
　
　
　
一
八
通
中
　
　
　
　
七
通
　
　
　
　
　
一
通
　
　
　
一
〇
通
　
　
　
　
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
第
二
期
　
　
　
二
三
通
中
　
　
　
一
〇
通
　
　
　
　
一
通
　
　
　
　
九
通
　
　
　
　
三
通
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⑫

　
　
第
三
期
　
　
　
一
七
通
中
　
　
　
　
一
三
通
　
　
　
　
　
一
通
　
　
　
　
二
通
　
　
　
　
　
一
通

　
一
般
に
、
関
東
裁
許
状
全
体
の
検
出
数
は
、
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
鎮
西
を
除
い

た
西
国
の
案
件
に
関
す
る
関
東
裁
許
状
の
検
出
数
は
さ
ほ
ど
増
加
せ
ず
、
か
え
っ
て
減
少
し
て
い
る
形
跡
さ
え
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
地
域

に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
関
東
で
裁
許
を
下
す
頻
度
が
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
低
下
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
、
六
波
羅
に
お
い
て
裁
許
を
下

す
頻
度
が
高
ま
っ
て
い
く
傾
向
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
傾
向
に
反
し
、
〈
六
波
羅
注
進
〉
の
項
に
着
目
す
る
と
、
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
注
進
状
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
関
東

裁
許
状
に
明
記
さ
れ
る
割
合
は
、
逆
に
増
え
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
〈
文
言
な
し
〉
の
な
か
に
は
、
六
波
羅
か
ら
注
進
さ
れ

た
案
件
で
あ
る
こ
と
が
他
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
割
合
は
さ
ら
に
増
加
す
る
可
能
姓
が
あ
る
。

　
す
で
に
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
、
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
の
注
進
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
期
の
関
東
裁
許
状
に
そ

の
旨
を
記
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
そ
う
し
た
文
言
を
も
つ
関
東
裁
許
状
は
弘
安
年
間
以
降
、
急
激
に
増
加
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

六
波
羅
か
ら
の
注
進
を
う
け
て
関
東
で
裁
許
が
下
さ
れ
る
場
合
に
は
関
東
裁
許
状
に
そ
の
注
進
の
旨
を
記
す
と
い
う
原
則
と
と
も
に
、
そ
う
し

た
西
国
の
案
件
は
ま
ず
六
波
羅
に
係
属
し
、
そ
の
う
え
で
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
の
注
進
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
原
則
が
、
弘
安
年
間
ご
ろ
に

確
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
注
進
さ
れ
た
文
書
の
内
容
に
着
目
し
て
み
る
と
、
弘
安
年
間
に
さ
き
だ
つ
時
期
に
お
い
て
は
問
注
記
や
申
詞

記
が
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
は
訴
陳
状
が
、
そ
れ
ぞ
れ
排
他
的
に
検
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
六
波
羅
に
お
け
る
訴
訟
審
理

の
方
式
が
「
申
追
記
」
型
か
ら
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
う
け
、
問
注
記
や
二
塁
記
で
は
な
く
、
六
波
羅
で
の
審
理
の
過
程
で

作
成
さ
れ
た
訴
陳
状
や
具
書
な
ど
が
関
東
へ
送
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
八
月
一
七
日
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
法
令
も
発
布
さ
れ
る
。

《
史
料
四
》
　
鎌
倉
幕
府
追
加
法
五
五
八
条
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六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
　
一
　
六
波
羅
井
鎮
西
守
護
人
注
進
状
事

　
　
　
訴
人
錐
レ
不
二
参
向
ハ
随
二
到
来
い
早
速
可
二
申
沙
汰
⑩

　
西
国
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
関
東
で
裁
許
を
下
す
場
合
、
訴
人
が
関
東
へ
下
向
せ
ず
と
も
六
波
羅
や
鎮
西
守
護
が
注
進
し
た
書
類
に
も
と

づ
い
て
「
申
沙
汰
」
す
べ
き
よ
う
命
じ
て
い
る
。
実
際
に
は
こ
れ
以
降
に
関
東
で
召
決
や
尋
問
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
例
も
多
い
も
の
の
、
こ
の

追
加
法
か
ら
は
、
西
国
に
関
す
る
案
件
を
関
東
で
裁
許
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
六
波
羅
か
ら
の
注
進
内
容
に
＝
疋
の
確
定
力
を
認
め
よ
う
と
す

る
幕
府
中
枢
の
志
向
性
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
、
関
東
裁
許
状
に
お
い
て
六
波
羅
注
進
状
の
文
面
が
長
文
で
引
用
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
関
東
の
判
断
が

ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
裁
許
が
下
さ
れ
る
事
例
も
増
加
し
て
く
る
。
召
文
違
背
や
下
知
違
背
と
い
っ
た
事
例
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る

（
関
二
四
〇
、
二
八
四
、
三
二
四
）
。
そ
う
し
た
な
か
、
六
波
羅
で
の
審
理
の
結
果
を
記
し
た
長
文
の
「
事
書
」
が
注
進
さ
れ
、
そ
の
事
書
に
も
と

づ
い
て
関
東
が
裁
許
を
下
し
た
と
み
ら
れ
る
事
例
も
出
現
す
る
（
関
二
七
九
）
。

　
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
六
波
羅
の
訴
訟
制
度
に
関
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
状
況
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
治
三
年

（一

�
ｵ
七
）
＝
一
月
を
経
て
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
の
方
式
が
「
問
注
記
」
型
か
ら
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
転
換
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
、

「
問
注
記
」
型
に
対
す
る
「
評
定
事
書
」
型
の
関
東
へ
の
注
進
手
続
き
が
確
立
し
、
関
東
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
裁
許
を
下
す
よ
う
に
な
る
傾

向
を
示
す
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
建
治
三
年
置
一
二
七
七
）
一
二
月
以
前
と
以
後
と
で
は
、
六
波
羅
の
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
あ
り
か
た
に
一

段
の
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
承
久
の
乱
を
経
て
関
東
か
ら
訴
訟
制
度
が
徐
々
に
移
入
さ
れ
る
な
か
、
六
波
羅
に
も
引
付
や
評
定
が

設
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
二
月
を
経
て
、
そ
の
裁
許
の
方
式
は
「
問
注
記
」
型
か
ら
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
転
換

す
る
。
ま
た
、
西
国
に
関
す
る
案
件
は
ま
ず
六
波
羅
に
係
属
す
る
の
を
原
則
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
審
理
を
経
た
の
ち
に
、
六
波
羅
探
題

が
主
宰
す
る
評
定
に
お
い
て
関
東
と
六
波
羅
の
い
ず
れ
で
裁
許
を
下
す
べ
き
か
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
き
の
整
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備
を
通
じ
て
、
六
波
羅
探
題
は
西
国
に
関
す
る
案
件
に
み
ず
か
ら
裁
許
を
下
す
頻
度
を
高
め
、
六
波
羅
は
独
自
の
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
確

立
を
遂
げ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
関
東
へ
の
注
進
手
続
き
の
方
式
も
「
問
注
記
」
型
か
ら
「
評
定
事
書
」
型
へ
と
転
換
し
、
関
東
は
そ
れ
に
依

拠
し
て
裁
許
を
下
す
傾
向
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
六
波
羅
が
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
独
自
の
確
立
を
遂
げ
る
の
に
と
も
な
い
、
関
東
の
下
級
訴
訟
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
の
あ
り
か
た
に
も
や

は
り
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
二
月
以
降
、
六
波
羅
の

首
班
は
独
自
の
訴
訟
裁
断
者
た
る
「
探
題
」
と
し
て
の
地
位
を
よ
り
確
固
な
も
の
と
し
、
ま
た
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
は
質
的
な

転
換
を
遂
げ
て
い
く
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
①
「
東
寺
百
合
文
書
」
イ
函
一
五
一
二
、
延
慶
三
年
二
月
七
日
、
六
波
羅
注
進
状
　

○
…
三
～
三
三
六
）
。

　
　
案
（
鎌
三
～
i
二
三
八
八
四
）
。
「
教
王
護
国
寺
文
書
」
三
〇
四
号
に
も
同
文
の
案
　

④
乾
元
二
年
（
＝
二
〇
三
）
閏
四
月
に
は
三
〇
日
が
存
在
せ
ず
、
二
九
日
が
晦
B

　
　
文
が
あ
る
。
た
だ
し
、
署
判
の
「
時
敏
」
は
「
時
敦
」
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
、
ま
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
た
、
時
敦
と
貞
顕
の
在
職
時
期
か
ら
み
て
年
月
の
い
ず
れ
か
に
錯
誤
が
あ
る
も
の
　

⑤
六
波
羅
注
進
状
の
日
付
に
式
評
定
の
式
日
と
一
致
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
点
に

　
　
と
み
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て
は
、
裁
許
状
の
場
合
と
同
様
の
問
題
を
残
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
な
お
、
六
波
羅
注
進
状
の
事
例
と
し
て
は
、
ほ
か
に
「
松
浦
山
代
文
轡
」
延
応

　
元
年
九
月
～
日
、
六
波
羅
御
金
轡
（
製
法
－
五
四
七
〇
）
、
「
深
堀
記
録
証
文
」
仁

　
治
元
年
八
月
七
日
、
六
波
羅
御
教
害
（
鎌
八
…
五
六
一
五
）
、
門
宮
内
庁
書
陵
部
所

　
蔵
参
軍
要
略
抄
紙
背
文
書
」
建
長
五
年
二
月
一
一
日
、
六
波
羅
御
教
書
案
（
鎌
～

　
○
…
七
五
二
一
）
、
「
中
野
忠
太
郎
氏
所
蔵
手
鑑
扁
（
年
未
詳
）
七
月
二
一
日
、
六

　
波
羅
御
教
書
（
鎌
一
一
－
八
〇
四
悪
）
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
初
期
の
も
の
で

　
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
な
六
波
羅
か
ら
関
東
へ
案
件
が
注
進
さ
れ
る
頻
度
の
変
化

　
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。

②
「
離
宮
八
幡
宮
文
書
」
正
和
三
年
一
〇
月
一
〇
日
、
関
東
御
教
書
（
鎌
王
三
1

　
…
五
一
五
⊥
ハ
）
。

③
「
東
大
寺
文
書
」
一
－
一
－
二
二
四
、
（
元
徳
二
年
）
、
東
大
寺
申
状
案
（
鎌
四

　
た
い

⑥
『
紀
伊
続
風
土
記
輪
附
録
巻
之
四
、
古
文
細
部
撃
手
、
名
草
郡
多
豊
郷
薬
勝
春

　
村
薬
王
寺
門
、
正
安
三
年
正
月
一
一
日
、
薬
勝
寺
沙
汰
次
第
注
文
写
（
鎌
二
七
一

　
二
〇
七
〇
一
）
。

⑦
石
井
良
助
「
鎌
倉
時
代
の
裁
判
管
轄
－
主
と
し
て
武
家
裁
判
所
の
管
轄

　
1
」
（
『
法
学
協
会
雑
誌
㎞
五
七
巻
九
・
一
〇
号
、
一
九
三
九
年
）
。
「
東
大
寺
文

　
轡
」
一
－
四
－
四
四
、
永
仁
五
年
九
月
日
、
東
大
寺
学
侶
等
申
状
案
（
鎌
二
六
－

一
九
里
ハ
四
）
に
も
、
勲
三
面
注
進
籍
」
が
注
進
さ
れ
套
．
が
変
る
。

　
同
史
料
に
は
「
去
年
重
番
二
六
波
羅
家
ハ
番
二
訴
陳
縞
合
レ
究
二
沙
汰
之
渕
底
駒
之
後
、

　
可
レ
有
レ
御
－
注
コ
進
関
東
柵
之
旨
、
合
二
御
評
定
一
」
と
み
え
、
さ
き
の
手
続
き
の
存

　
在
を
裏
づ
け
る
。
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⑧
前
掲
、
上
横
手
雅
敬
「
六
波
羅
探
題
の
構
造
と
変
質
」
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ

　
る
。

⑨
「
鰐
淵
寺
文
書
」
永
仁
五
年
八
月
二
七
日
、
関
東
御
教
書
（
鎌
二
六
－
一
九
四

　
三
五
）
。

⑩
〈
六
波
羅
注
進
〉
二
二
　
三
五
、
一
六
　
、
～
六
二
、
一
六
五
～
　
六
七
、
補

　
二
〇
。
〈
守
護
注
進
＞
1
1
日
食
二
四
。
〈
文
書
な
し
〉
”
関
コ
ニ
六
、
　
　
一
二
八
、
　
一

　
四
四
、
　
四
七
、
～
五
二
、
一
五
八
、
一
六
九
、
一
七
〇
、
一
七
九
、
一
九
五
。

⑪
〈
六
波
羅
注
進
〉
翻
関
一
九
六
、
二
〇
一
、
二
〇
二
、
二
〇
五
、
二
＝
二
、
二

　
一
六
、
二
三
九
、
二
鵬
○
、
補
二
八
、
補
二
九
。
〈
守
護
注
進
〉
匡
関
一
　
六
〇
。

　
〈
文
言
な
し
〉
到
関
二
〇
六
、
二
〇
八
、
二
一
八
、
二
一
九
、
二
三
四
、
二
王
五
、

　
二
四
七
、
二
六
四
、
補
二
六
。
〈
不
明
〉
目
常
滑
〇
三
、
二
二
五
、
補
三
〇
。

⑫
〈
六
波
羅
注
進
＞
1
1
関
二
七
〇
、
二
七
三
、
二
七
五
、
二
七
六
、
二
七
九
、
二

　
八
三
、
二
八
四
、
三
〇
五
、
三
一
一
、
三
一
二
、
三
～
七
、
三
二
四
、
補
三
六
。

　
〈
守
護
注
進
〉
薩
日
食
三
五
。
〈
文
言
な
し
＞
1
1
関
二
八
二
、
二
八
七
。
〈
不
明
〉

　
到
関
三
〇
二
。

む
す
び
に
か
え
て

六波羅における裁許と評定（熊谷）

　
以
上
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
に
関
す
る
論
点
に
つ
い
て
縷
々
述
べ
た
。
六
波
羅
裁
許
状
の
検
討
を
足
が
か
り
に
、
六
波
羅
に
お

け
る
裁
許
と
評
定
の
実
態
を
で
き
う
る
限
り
で
復
元
し
、
そ
の
う
え
で
、
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
の
確
立
過
程
や
関
東
と
の
関
係
の

推
移
に
つ
い
て
論
及
す
る
と
い
う
当
初
の
目
的
は
、
｝
応
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
点
は
、
関
東
、
博
多
、
守
護
に
も
か
か
わ
る
問
題
を
数
多
く
は
ら
ん
で
い
る
。
以
下
、
若
干
の
論
点
に
つ

い
て
述
べ
、
今
後
の
課
題
と
展
望
の
提
示
に
か
え
た
い
と
思
う
。

　
第
二
章
以
降
で
論
じ
た
よ
う
に
、
六
波
羅
の
評
定
と
そ
の
式
日
は
関
東
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
移
入
し
た
制
で
あ
り
、
関
東
と
六
波
羅

の
い
ず
れ
に
お
い
て
裁
許
を
下
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
関
東
と
六
波
羅
の
評
定
に
お
い
て
非
常
に
似
た
手
続
き
を
経
て
決
定
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
『
沙
汰
未
練
書
』
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続
き
の
解
説
が
関
東
と
六
波
羅
の
制
度
の
異
な
る
部
分
に
の
み
注
記
を
加
え
る
体
裁
で
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
の
史
料
が
成
立
し
た
鎌
倉
末
期
に
お
い
て
、
関
菓
と
六
波
羅
に
お
け
る
一
連
の
訴
訟
手
続
き
が
非
常
に
似
か
よ
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、
同
様
の
状
況
は
、
博
多
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
　
章
で
論
じ
た
事
書
形
式
を
め
ぐ
る
問
題
が

そ
れ
で
あ
る
。
鎮
西
裁
許
状
の
事
書
形
式
は
、
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
、
A
「
甲
与
乙
相
論
…
…
事
」
型
と
B
「
某
申
…
…
事
」
型
と
い
う
両

様
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
書
形
式
は
関
東
や
六
波
羅
の
場
合
と
同
様
の
理
由
で
存
在
し
て
お
り
、
関
東
と
六
波
羅
で
徐
々
に
確
立

し
た
訴
訟
の
あ
り
か
た
が
、
鎌
倉
宋
期
に
い
た
り
博
多
へ
も
そ
の
ま
ま
移
入
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
第
三
章
で
論
じ
た
裁
許
の
管
轄
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
鎮
西
の
案
件
に
関
す
る
六
波
羅
の
裁
許
は
弘
安
三
年

（
＝
天
○
）
を
最
後
に
と
だ
え
（
波
一
九
）
、
そ
う
し
た
案
件
は
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
成
立
の
特
殊
合
議
制
訴
訟
機
関
や
弘
安
九
年
（
一
二

八
六
）
成
立
の
鎮
西
談
義
所
の
管
轄
へ
と
移
り
、
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
の
北
条
兼
時
と
寺
家
、
さ
ら
に
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
の
北
条
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

政
の
博
多
下
向
を
経
て
、
鎮
西
は
六
波
羅
の
管
轄
か
ら
ほ
ぼ
完
全
に
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
関
東
裁
許
状
の
文
面
に
は
六
波
羅
の
場
合
と
同
様
、
太
宰
府
や
鎮
西
探
題
か
ら
の
注
進
文
言
も
や
は
り
少
な
か
ら

ず
み
え
る
。
そ
こ
で
、
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
　
上
（
第
二
刷
二
に
所
収
の
鎮
西
の
案
件
に
関
す
る
関
東
裁
許
状
の
う
ち
、
文
永
＝

年
（
一
二
七
四
）
以
降
の
二
五
通
に
つ
い
て
二
〇
年
区
切
り
で
数
量
的
分
析
を
加
え
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
。
第
一
期
は
文
永
一

一
年
（
一
二
七
四
）
か
ら
永
仁
元
年
（
＝
死
生
）
、
第
二
期
は
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
か
ら
正
和
二
年
（
一
三
＝
二
）
、
第
三
期
は
正
和
三
年

（一

齊
O
四
）
か
ら
元
弘
三
年
（
一
三
王
三
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
〈
関
東
裁
許
状
〉
　
　
〈
六
波
羅
注
進
〉
　
　
〈
鎮
西
注
進
〉
　
〈
文
言
な
し
V
　
　
　
〈
不
明
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
第
一
期
　
　
　
一
八
通
中
　
　
　
　
　
一
通
　
　
　
一
〇
通
　
　
　
　
六
通
　
　
　
　
一
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
第
二
期
　
　
　
　
三
通
中
　
　
　
　
　
な
し
　
　
　
　
一
二
通
　
　
　
　
な
し
　
　
　
　
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
第
三
期
　
　
　
　
四
通
中
　
　
　
　
　
な
し
　
　
　
　
三
通
　
　
　
　
一
通
　
　
　
　
な
し

　
ま
ず
、
時
期
を
下
る
に
つ
れ
て
鎮
西
の
案
件
に
関
す
る
関
東
裁
許
状
の
検
出
数
は
急
激
に
減
少
し
て
お
り
、
六
波
羅
の
場
合
に
も
増
し
て
関

東
か
ら
の
独
立
化
の
傾
向
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
傾
向
に
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
第
二
期
以
降
、
や
は
り
鎮
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六波羅における裁許と評定（熊谷）

西
の
案
件
に
関
す
る
関
東
裁
許
状
は
注
進
文
言
を
明
記
す
る
も
の
だ
け
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
博
多
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
自
体
の

訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
の
確
立
と
と
も
に
、
関
東
へ
の
注
進
制
度
が
徐
々
に
確
立
す
る
様
相
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
鎮
西
を
除
く
西
国
の
守
護
所
の
う
ち
の
一
部
に
つ
い
て
も
、
博
多
の
場
合
と
似
た
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
三

章
第
三
節
の
関
東
へ
進
上
さ
れ
た
注
進
状
の
検
出
数
の
項
で
〈
守
護
注
進
〉
と
し
た
三
通
は
、
い
ず
れ
も
周
防
国
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
、
六

波
羅
で
は
な
く
守
護
の
も
と
で
の
訴
陳
を
経
て
「
訴
陳
状
具
書
等
」
（
関
補
二
四
）
、
「
訴
陳
状
等
」
（
関
補
三
五
）
、
「
和
与
状
」
（
関
二
六
〇
）
が
関

東
へ
と
注
進
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　
西
国
の
案
件
を
各
国
の
守
護
が
幕
府
へ
取
り
つ
い
だ
事
例
は
、
承
久
の
乱
以
前
か
ら
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、
承
元
五
年
（
一
二
＝
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
美
濃
国
大
井
庄
の
訴
訟
に
際
し
て
守
護
大
内
惟
義
の
も
と
で
対
決
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
承
久
の
乱
を
経
た
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
土
佐
国
片
山
領
の
案
件
で
は
、
両
当
事
者
を
召
決
し
て
申
詞
章
や
証
文
を
注
進
す
る
旨
の
命
令
が
関
東
か
ら
守
護
所
へ
と
下
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
、
鎮
西
以
外
の
西
国
に
お
い
て
守
護
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
訴
訟
に
か
か
わ
る
事
例
は
検
断
に
関
す
る
案
件

を
除
い
て
み
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
う
し
た
事
例
は
こ
の
周
防
国
の
も
の
の
み
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
鎮
西
以
外
の
西
国
の
案
件
に
対
し
て
守
護
の
関
与
が
み
ら
れ
な
く
な
る
傾
向
は
、
も
と
も
と
守
護
が
担
っ
て
い
た
訴
訟
機
能
を
六
波
羅
が
　

元
化
し
て
い
く
動
き
と
し
て
と
ら
え
う
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
体
制
は
、
や
は
り
建
治
三
こ
口
一
二
七
七
）
一
二
月
を
画
期
に
確
立
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
末
以
降
、
長
門
・
周
防
両
国
の
守
護
は
兼
帯
と
な
り
、
鎌
倉
末
期
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
る
と
、
つ
い
に
は
こ
れ
を
「
長
門
・
周
防
探
題
」
と
ま
で
称
し
た
事
例
も
登
場
す
る
。
六
波
羅
や
博
多
と
は
や
や
段
階
を
異
に
す
る
も
の
の
、

長
門
・
周
防
国
に
お
い
て
は
建
治
年
間
以
降
、
守
護
所
が
関
東
に
直
結
す
る
訴
訟
機
関
と
し
て
の
確
立
を
遂
げ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
訴
訟
制
度
の
確
立
過
程
は
、
関
東
の
訴
訟
欄
度
が
各
訴
訟
機
関
に
徐
々
に
移
入
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
が
独
自
の
訴
訟
裁
断
機
関
と
し
て
確
立
す
る
動
き
と
、
関
東
へ
の
注
進
制
度
の
整
備
を
通
じ
、
各
訴
訟
機
関
が
系
列
化
す
る
動
き
と
を
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基
軸
と
し
た
、
鎌
倉
幕
府
の
各
訴
訟
機
関
の
体
系
化
と
い
う
一
連
の
同
時
進
行
的
な
動
き
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
動
向
は
鎌
倉
幕
府
内
に
の
み
と
ど
ま
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
院
、
朝
廷
や
鎌
倉
幕
府
、
そ
の
他
の
諸
権
門
の
訴
訟

を
め
ぐ
る
相
互
の
関
係
も
似
た
よ
う
な
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
鎌
倉
幕
府
に
お
い
て
確

立
し
た
訴
訟
制
度
が
鎌
倉
中
期
以
降
に
そ
う
し
た
制
度
の
面
で
立
ち
遅
れ
て
い
た
諸
権
門
へ
と
移
入
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
院
そ
の
他
の
権
門
の

訴
訟
制
度
は
「
未
熟
」
で
あ
っ
た
と
す
る
評
価
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
鎌
倉
幕
府
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
院
そ
の
他
の
権
門
が
そ
の
整
備
の
必
要
に

せ
ま
ら
れ
た
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
み
か
た
は
、
あ
く
ま
で
～
面
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。

　
鎌
倉
後
期
に
い
た
り
、
古
来
の
特
色
を
色
濃
く
残
し
た
各
権
門
独
自
の
訴
訟
制
度
が
確
立
す
る
と
と
も
に
、
諸
子
門
間
を
つ
な
ぐ
注
進
も
し

く
は
移
管
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
。
諸
権
門
に
お
け
る
裁
許
の
あ
り
か
た
は
、
相
互
に
対
応
し
な
が
ら
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
現
象
は
、

鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
ゆ
ら
い
だ
諸
権
門
の
関
係
が
相
互
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
徐
々
に
整
序
さ
れ
、
当
該
期
に
い
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
相
応
の
箇
所
に
再
編
成
さ
れ
る
動
き
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
軋
礫
の
な
か
で
こ
そ
、
訴
訟
裁
断
機
関

と
し
て
の
六
波
羅
は
、
院
や
朝
廷
、
大
寺
社
と
い
っ
た
有
力
権
門
に
賢
君
す
る
鎌
倉
幕
府
の
政
治
的
な
量
塞
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
、
六
波
羅
裁
許
状
の
分
析
に
端
を
発
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
浮
上
し
た
論
点
を
順
次
検
討
す
る
な
か
で
、
つ
い
に
は
諸
権
門
を
め
ぐ
る
問

題
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
院
、
朝
廷
、
鎌
倉
幕
府
な
ど
諸
権
門
の
訴
訟
制
度
に
関
す
る
研
究
が
徐
々
に
で
は
あ
る
が
確
実
に
進
め

ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
相
互
の
連
関
の
な
か
で
と
ら
え
た
研
究
が
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
現
状
も
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
は
、
日
本
中

世
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
め
ぐ
る
大
局
的
な
考
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
今
後
さ
ら
に
必
要
と
な
ろ
う
。
論
じ
残
し
た
課
題
も
多
い
が
、

さ
ら
な
る
検
討
を
約
し
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。

①
鎮
西
探
題
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
村
井
章
介

　
「
鎮
西
探
題
の
成
立
時
期
」
（
同
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
校
倉
書
房
、

　
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

②
〈
六
波
羅
注
進
＞
1
1
関
一
五
四
。
〈
鎮
西
注
進
〉
薩
関
一
五
七
、
　
一
⊥
ハ
四
、
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七
五
、
一
七
七
、
一
七
八
、
｝
八
○
、
一
八
五
、
一
九
二
、
一
九
四
、
補
二
一
。

　
〈
文
雷
な
し
＞
1
1
関
｝
四
一
、
一
四
五
、
一
四
六
、
一
五
三
、
一
五
五
、
一
九
三
。

　
〈
不
明
〉
睦
関
一
六
〇
。
〈
鎮
西
注
進
〉
に
は
、
特
殊
合
議
制
訴
訟
機
関
、
鎮
西

　
談
義
所
、
太
宰
府
、
鎮
西
探
題
、
守
護
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
に
よ
る
注
進
事

　
例
を
一
括
し
て
算
入
し
て
い
る
。
な
お
、
関
】
八
五
は
小
弓
経
資
の
注
進
状
を
六

　
波
羅
が
取
り
進
め
た
事
例
で
あ
る
。

③
〈
鎮
西
注
進
＞
1
1
関
～
九
九
、
二
二
二
、
二
三
二
。

④
　
　
〈
鎮
西
注
進
＞
1
1
関
一
二
〇
八
、
王
〇
九
、
補
三
三
。
〈
文
醤
な
し
＞
1
1
関
二
七

　
｝
。

⑤
「
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
東
大
寺
文
書
」
＝
四
号
な
ら
び
に
「
宮
内
庁

　
書
陵
部
二
軸
威
谷
森
文
書
」
寛
喜
＝
｝
年
五
日
目
一
一
日
、
申
原
章
行
勘
剛
文
（
鎌
六
…
四

　
｝
四
｝
）
。

⑥
「
説
経
閣
古
文
書
纂
」
編
年
文
書
、
嘉
禄
元
年
一
二
月
一
五
日
、
関
東
下
知
状

　
（
鎌
五
一
三
四
王
九
）
。

⑦
佐
藤
進
一
糊
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
七
一
年
、
初
出
は
一
九
四
八
年
。
村
井
章
介
門
蒙
古
襲
来
と
鎮
西
探
題
の
成
立
」

　
（
前
掲
、
同
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
隔
。
初
出
は
…
九
七
八
年
）
。

⑧
「
忽
那
家
文
書
」
元
弘
三
年
三
月
二
八
日
、
忽
那
重
清
軍
醜
状
（
鎌
四
一
－
三

　
二
〇
六
八
）
。

（
京
都
大
学
研
修
員

六波羅における裁許と評定（熊谷）
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A　Study　of　Saifeyo　and　Hyou］’ou　Rendered　by　the　Tandai　at　Rokuhara

by

KUMAGAI　Takayuki

　　The　purpose　of　this　anicle．is　to　examine　the　position　of　Rokuhara六波羅wit㎞

the　K：amakura　Bakufu鎌倉幕府and　the　judicial　proceedings　conducted　at

Rokuhara　through　an　analysis　of　1～oleuhara　sailayojou裁許状，　written　judgfneRts　by

the　Rokuhara　Tandai　探題（presiding　judges　at　Rokuhara），　and　Roleuhara

chuushinjou注進状（reports　submitted　to　Kantou関東）that　were　lssued　by　the

Rokuhara　Tandai．

　　The　form　of　judicial　proceedings　at　Roktthara　had　been　altered　in　the　third　year

of　the　Kenji建治era（1277）from　monchuulli問注記（written　record　of　hearings）

to伽繭紬。噂励評定事書（written　record　of　verdicts）．　Furthe㎜ore，　regUlar

ver（lict　days，勿。吻。％s1肋〃爵％式日，had　existed　by　the　fourth　year　of　the　Eil血

永仁era（1296）at　tke　latest，　and　1～okuhara　sα吻（ワ◆ou　weye　issued　under　the

dates　of　the　verdict　days　when　judgments　were　rendered　in　judicial　proceedmgs．

Dtmg　this　period，　the　principle　of　transferring　judicial　cases　invo｝ving　central　and

western　Japan　from　the　jurisdiction　of　Roktthara　to　that　of　Kantou　graduaRy

established，　and　the　method　of　transferring　jurisdiction　from　Rokuhara　to　Kar｝tou

also㎞volved　the　change丘om　the甥。励磁∫to　the勿。吻納。㈱ん漁㎜。　The

judicial　fuRctions　of　Rokuhara　had　essentially　been　traRsformed　by　KeRji　3　（1277）．

　　Each　agency　of　the　Kamakura　Bakufu，　such　as　Rokuhara，　Hakata博多，　and　the

Syugosyo守護所，had　been　established　as　an　independent　judicature，　but　the

relations　between　Kantou　and　these　agencies　grew　closer　in　late－Karnakura　times．

The　process　of　the　establishment　of　the　judicial　procedures　of　the　Kamakura

Bakufu　can　be　understood　as　the　systernatization　of　these　agencies．
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